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フランス第五共和制憲法の多角的・総合的検討について

フ
ラ
ン
ス
第
五
共
和
制
憲
法
の
多
角
的
・
総
合
的
検
討
に
つ
い
て

I采

j頼

申，[!.、

七六五四三二一

ま
え
が
き

序
説
制
度
の
創
設

政
治
的
定
着

法
学
的
貸
借
対
照
表

展
望
あ
と
が
き
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料

ま
え
が
き

資

「
フ
ラ
ン
ス
政
治
学
雑
誌
」

一
九
八
四
年
四
・
五
合
併
号
は
、
「
第
五
共
和

制
の
憲
法
」
と
題
す
る
特
集
を
組
み
、
二
六
人
の
第
一
線
の
政
治
学
・
憲
法
学

者
が
協
力
し
二
六
篇
の
論
文
を
収
め
(
他
に
九
名
の
参
加
が
あ
り
)
、
五
二
四

頁
の
大
部
に
わ
た
り
、
多
角
的
・
総
合
的
な
検
討
を
展
開
し
、
か
つ
ま
と
め
て

い
る
。
二
五
年
間
H
四
分
の
一
世
紀
を
経
過
し
た
第
五
共
和
制
憲
法
の
全
体
像

の
一
つ
の
総
括
と
し
て
、
好
個
の
基
本
文
献
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

北
大
法
学
部
の
公
法
・
私
法
・
政
治
学
者
有
志
が
「
フ
ラ
ン
ス
第
五
共
和
制

の
公
法
等
の
進
化
と
変
化
」
を
テ
1
マ
と
し
て
、
現
在
、
共
同
研
究
を
進
め
つ

つ
あ
る
が
、
本
特
集
は
、
質
問
亙
と
も
に
、
こ
の
研
究
の
重
要
な
柱
の
一
つ
で
あ

h
v
る
ん
附
γ

る
憲
法
問
題
の
全
貌
を
省
み
、
重
要
な
問
題
点
を
掘
下
げ
る
た
め
の
足
が
か

り
と
し
て
、
そ
の
概
要
を
検
討
し
つ
つ
、
紹
介
す
る
に
値
い
す
る
と
思
わ
れ
る
。

筆
者
は
、
第
四
共
和
制
の
崩
壊
と
第
五
共
和
制
の
成
立
時
点
(
一
九
五
七
・

五
八
・
五
九
年
)
に
最
初
の
波
仏
留
学
、
つ
い
で
「
五
月
草
命
」
の
年
(
一
九

六
八
年
)
に
二
度
目
の
留
学
、
=
一
度
目
に
パ
リ
第
一
一
大
学
客
員
教
授
と
し
て
渡

仏
時
(
一
九
七
七
|
七
八
年
)
に
は
「
左
翼
連
合
」
の
社
共
分
裂
に
よ
り
国
民

議
会
総
選
挙
で
ジ
ス
カ
ー
ル
・
デ
ス
タ
ン
が
勝
ち
、
四
度
目
に
ポ
ワ
チ
エ
大
学

五
五

O
年
祭
に
参
加
し
た
年
は
ミ
ァ
テ
ラ
ン
政
権
誕
生
直
後
で
あ
っ
た
(
一
九

八
一
年
)
。
し
た
が
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
第
五
共
和
制
は
、
筆
者
が
併
行
し
て
生
き
、

体
験
し
た
と
の
感
概
が
深
い
が
、
本
稿
に
お
い
て
は
た
ん
な
る
紹
介
に
と
ど
ま

ら
ず
、
筆
者
の
従
来
の
関
連
し
た
研
究
や
見
聞
お
よ
び
参
照
に
値
い
す
る
と
考

え
ら
れ
る
重
要
文
献
を
メ
ン
シ
ョ
ン
し
な
が
ら
、
叙
述
す
る
こ
と
に
し
た
い
と

田
島
、
ハ
ノ
。
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(
2
)
本
共
同
研
究
の
一
環
と
し
て
、
す
で
に
印
刷
さ
れ
た
も
の
に
、
次
の
も

の
が
あ
る
。

①
ブ
ノ
ワ
・
ジ
ャ
ン
ノ
l

(
深
瀬
訳
)
「
フ
ラ
ン
ス
第
五
共
和
制
に
お

け
る
憲
法
的
・
政
治
的
変
化
」
ジ
ェ
リ
ス
ト
八
二
七
(
一
九
八
四
・
一

二
・
一
五
)
号
五
四
|
六

O
頁。

②
全
右
拙
訳
「
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ミ
y

テ
ラ
ン
大
統
領
の
外
交
お
よ
び
防

衛
政
策
」
北
大
法
学
論
集
三
五
巻
五
号
(
一
九
八
五
年
三
月
)
、
五
七

七
九
頁
。

③
〈
エ
右
拙
訳
「
フ
ラ
ン
ス
社
会
主
義
政
権
の
経
験
と
行
政
上
の
大
改
革
」

日
仏
法
学
一
九
人
四
年
、
二
二
号
、
一
九
八
五
年
三
月
刊
、
七
三
九

三
頁
。

~!:法36 (5-6・294)1782 



④

B
・
ジ
ヤ
ノ

l
、
瀬
川
信
久
訳
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
左
翼
の
権
力

掌
握
後
の
経
済
的
変
貌
」
北
大
法
学
論
集
三
六
巻
一
-
一
五
方
(
一
九
八

五
年
九
月
)
五
一
一

l
五
三
六
頁
。
そ
の
他
は
、
後
掲
。

序
説

フランス第五共和制憲法の多角的・総合的検討について

さ
て
、
第
五
共
和
制
の
全
体
像
を
憲
法
に
焦
点
を
あ
て
て
検
討
す
る
研
究
全

体
の
序
説
に
は
、
問
題
提
起
的
二
論
文
が
か
か
げ
ら
れ
る
。
(
以
下
、
各
論
文

に
筆
者
が
通
し
番
号
川
1
闘
を
つ
け
る
)

0

判
オ
リ
ヴ
ィ
エ
・
デ
ュ
ア
メ
ル

(
O
-
E
R
U
E
E自
己
)
「
第
五
共
和
制
憲
法

の
か
く
さ
れ
た
諸
々
の
論
理
」
は
、
そ
の
長
い
副
題
が
示
す
よ
う
に
、
「
第
五

共
和
制
は
そ
の
創
設
者
逮
が
あ
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
た
も
の
に
は
な
ら
な

か
っ
た
け
れ
ど
も
、
彼
ら
が
一
九
五
八
年
に
設
定
し
た
諸
々
の
構
成
要
素
は
、

そ
れ
ら
な
く
し
て
は
別
物
に
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
し
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
第
五

共
和
制
が
現
実
に
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
も
の
に
な
っ
た
h
i
l
lそ
の
創
設
者
逮

の
構
想
と
基
本
的
諸
要
素
の
明
快
な
分
析
で
あ
る
(
六
一
五
上
公
主
塁
。

第
五
共
和
制
は
創
設
者
連
が
そ
う
あ
る
べ
き
だ
と
考
え
た
も
の
に
は
な
ら
な

か
っ
た
。

ま
ず
、
第
五
共
和
制
憲
法
創
設
者
達
は
、
共
通
の
志
向
の
大
枠
を
も
っ
て
い

た
。
そ
れ
は
、
先
行
第
三
・
第
四
共
湘
制
フ
ラ
ン
ス
の
「
一
元
的
議
会
制
」
の

類
落
態
の
拒
否
で
あ
り
、
か
っ
ア
メ
リ
カ
型
大
統
領
制
も
採
ら
ぬ
、
し
た
が
っ

て
、
均
衡
の
と
れ
た
再
建
議
院
制
は
つ
一
元
的
」
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

一
九
五
八
年
憲
法
の
想
定
し
た
「
二
元
主
義
」
は
、
大
統

領
と
議
会
が
、
そ
の
中
間
に
両
者
を
連
結
す
る
首
相
と
そ
の
政
府
、
と
い
う
三

か
っ
た
。
そ
し
て
、

構
成
要
素
で
成
立
つ
(
図
表

I
・

1
0
こ
の
構
成
要
素
を
、
憲
法
制
定
者
逮
は
、

ド
・
ゴ
ー
ル

(
b
)
、
ミ
シ
ェ
ル
・
ド
ブ
レ
(

C

)

お
よ
び
憲
法
制
定
に
あ
づ
か
っ

た
大
臣
達
(
プ
リ
ム
ラ
ン
、
ギ
イ
・
モ
レ
)

(

d

)

は
、
違
っ
た
見
方
で
理
解

し
て
い
た
。

第
五
共
和
制
は
そ
う
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
に
な
っ
た
。

こ
れ
ら
b
、

c
、
d
、
構
想
が
、
実
は
予
想
も
し
な
か
っ
た

e
形
態
に
実
際

は
赴
い
て
ゆ
く
の
だ
が
、
第
五
共
和
制
憲
法
は
そ
れ
ら
諸
構
想
を
可
能
な
ら
し

ジ
ユ
ク
ス
タ
九
ポ
ジ
シ
方
ン

7
1

め
る
よ
う
な
「
重
差
性
」
で
成
立
っ
て
い
た
。

ド
ゴ
]
ル
の
大
統
領
権
力
の
優
位
、
ド
ブ
レ
の
政
府
権
力
の
優
越
、
大
臣
達

の
議
院
制
の
合
理
化
構
想
は
、
す
べ
て
憲
法
に
入
り
込
み
、
大
統
領
制
的
、
議

院
与
党
多
数
派
的
、
合
理
主
義
的
な
要
素
が
権
力
の
二
万
化
を
目
指
す
と
い
う
、

ア
メ
リ
カ
型
と
イ
ギ
リ
ス
型
と
西
ド
イ
ツ
型
が
す
べ
て
重
な
り
合
っ
た
よ
う

な
、
民
主
的
世
界
で
も
ユ
ニ
ー
ク
な
体
制
を
出
現
さ
せ
た
。
次
の
一

O
の
基
本

的
要
素
で
成
立
つ
。

デ
ミ
ル
ト
マ
ン
タ
リ
ゼ

-
国
首
の
県
単
位
の
選
出
、
2
大
統
領
の
裁
量
に
よ
り
指
名
さ
れ
た
首
相
に

よ
り
階
層
的
に
構
成
さ
れ
た
二
頭
的
「
執
行
権
」
0
3
政
府
権
力
(
そ
れ
に
大

北法36(5-6・295)1783 



資料

図表I

a. 共通の 2元構想、 1958年の想定された2元主義

b ドゴール構想 ドゴール将軍によってみられた 2元主義のあり方

国家の基本につき任ずる

討議し支持する

C. ドブレ構想、 ミシェル・ドブレによってみられた 2元主義のあり方

決定する

統制する

d. 大臣達の構想、 国務大臣達によってみられた 2元主義のあり方

政治を指導する

仲裁する

e. 現実の第 5共和制 多数派に支持された大統領的 1元主義

人民

大統領

政府 多数派
議会

人民

北法36(5-6・296)1784 



統
領
が
含
ま
れ
る
)
に
付
与
さ
れ
た
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ム
の
イ
ニ
シ
ャ
チ
ブ
の
権

力。

4
大
統
領
に
付
与
さ
れ
た
解
散
の
裁
量
権
。

5
危
機
に
際
し
て
の
大
統
領

の
全
権
0
6
立
法
領
域
の
限
定
。

7
立
法
過
程
に
対
す
る
政
府
の
支
配
。

8
国

民
議
会
議
員
の
絶
対
多
数
に
よ
っ
て
の
み
倒
閣
し
う
る
。

9
国
民
議
会
議
員
の

選
挙
は
二
回
投
票
(
二
回
目
に
し
き
い
を
も
う
け
)
多
数
代
表
法
に
よ
る
。
日

議
会
を
憲
法
裁
判
権
の
後
見
下
に
お
く
。

こ
れ
ら
の
諸
要
素
に
つ
い
て
は
、
夫
々
論
議
を
た
た
か
わ
せ
う
る
が
、

フランス第五共和制憲法の多角的・総合的検討について

五
八
年
憲
法
が
第
五
共
和
制
の
構
築
に
と
っ
て
不
可
欠
の
諸
要
素
を
含
ん
で
い

た
し
、
第
五
共
和
制
は
一
九
五
八
年
憲
法
に
も
っ
と
も
適
合
的
な
論
理
に
し
た

が
っ
て
築
か
れ
て
き
た
、
と
い
え
る
。

第
五
共
和
制
は
他
の
も
の
に
な
り
え
た
で
も
あ
ろ
う
し
な
り
う
る
だ
ろ
う
。

本
書
の
以
下
の
諸
論
文
が
、
制
度
の
構
成
要
素
の
多
元
的
な
連
結
可
能
性
や
、

制
度
の
戦
略
的
分
析
や
、
制
度
の
現
実
が
如
何
な
る
程
度
に
お
い
て
登
場
者
の

演
戯
を
規
制
し
た
か
、
四
大
政
党
の
動
き
、
第
五
共
和
制
が
他
の
シ
ナ
リ
オ
を

た
ど
り
え
た
か
等
の
検
討
を
加
え
る
。
し
か
し
結
局
、
選
挙
民
が
第
五
共
和
制

が
も
た
ら
し
た
三
大
変
遷
を
決
め
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
大
統
領
制
的
論

理
で
考
え
、
多
数
派
の
論
理
を
信
任
し
、
法
治
国
家
(
一
同

g
円
借
号
。
E
)

を

承
認
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
選
挙
民
が
、
嘗
て
の
議
会
万
能
性
の
思
い
出

が
う
す
れ
る
と
と
も
に
大
統
領
の
一
元
主
義
の
魅
力
も
緩
和
さ
れ
て
ゆ
く
で
あ

ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
第
五
共
和
制
体
制
の
そ
の
よ
う
な
論
理
を
破
る
こ
と
に
よ
っ

て
体
制
を
変
え
る
こ
と
も
選
挙
民
次
第
で
あ
る
。

凶
ジ
ャ
ン
・
リ
ュ
ッ
ク
・
パ
ロ
デ
ィ

C
m
g
F
5
2
2
E
)
「
第
五
共
和

制
憲
法
の
進
化
は
、
予
見
不
可
能
だ
っ
た
の
か
、
不
可
避
的
だ
っ
た
の
か
?

|
|
制
度
の
構
成
要
素
と
そ
の
連
結
」
が
、
第
五
共
和
制
の
三
つ
の
主
要
な
特

マ
ン
ヨ
リ
タ
リ
ザ
ン
オ
〆

徴
|
|
多
数
派
化
、
大
統
領
制
化
、
憲
法
化
ー
ー
が
、
予
見
可
能
だ
っ
た
か

当
然
の
帰
結
だ
っ
た
か
、
を
考
究
し
て
い
る
(
六
二
八
l
六
四
六
頁
)
。

九

さ
て
、
構
成
的
諸
要
素
と
し
て
、
強
制
の
度
合
い
の
強
い
要
素
の
基
準
で

次
の
五
つ
を
選
び
出
す
。
単
記
二
回
多
数
代
表
選
挙
制
、
解
散
、
直
接
普
通
選

挙
に
よ
る
大
統
領
の
選
出
、
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ム
お
よ
び
問
責
動
議
で
あ
る
。
そ

し
て
、
夫
々
に
つ
い
て
逐
一
検
討
す
る
。

つ
い
で
、
夫
キ
が
対
に
な
っ
て
組
合
わ
さ
れ
る
場
合
の
効
果
に
つ
い
て
検
討

す
る
。
す
な
わ
ち
、
二
回
多
数
代
表
制
と
解
散
、
大
統
領
普
選
と
多
数
代
表
制
、

大
統
領
普
選
と
解
散
、
多
数
代
表
制
と
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ム
、
大
統
領
普
選
と
レ
エ

フ
エ
レ
ン
ダ
ム
、
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
し
て
、
組
合
わ
せ
た
効
果
と
し
て
は

強
制
力
が
累
積
的
に
な
る
こ
と
を
論
述
す
る
。

よ
りそ
もの
結

~1 子'b.
パ、ネロ周

可占と
避干し
的士て
な v 同
結「
果
で:
あ第
ぞ五
L 寸+

主稲
作制
r、A

r t皇
子化
とは

三霊二ア

宇克7
レ ヌミマ

六肯?
γ 能1
1 と
し3

つ

1 注

後
述
一一寸

あ
と
が
き
L一一

の
⑤ 
ヴ

ア
1レ
文
献
参
日召。
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手ヰ

制
度
の
創
設

資

同
ル
ネ
・
レ
モ
ン
(
同

gb
宮
目
。
口
且
)
「
第
五
共
和
制
の
創
設
を
め
ぐ
る

諸
問
題
の
序
言
」
(
六
五
一

l
六
五
六
頁
)
。

第
五
共
和
制
の
創
設
期
(
一
九
五
六
年
六
月
三
日
か
ら
一
九
六
二
年
一

O
月

二
八
日
ま
で
の
四
年
半
)
の
、
主
要
な
問
題
点
を
概
観
す
る
。
ま
ず
、

一
九
五

八
年
憲
法
改
正
は

一
九
五
四
年
や
一
九
五
七
年
の
そ
れ
と
は
ち
が
っ
て
、
新

憲
法
の
制
定
と
も
い
う
べ
き
変
革
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
憲
法
起
草
決
定

過
程
は
、
先
行
共
和
制
で
は
考
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
「
短
期
間
」
(
一

一
七
日
)

に
行
わ
れ
た
(
第
三
共
和
制
憲
法
は
五
年
以
上
、
第
四
共
和
制
は
二
年
半
か

か
っ
た
)
。
エ
ク
ス
パ
ー
ト
達
が
秘
密
裡
に
審
議
起
草
し
た
も
の
で
、
そ
れ
だ

け
不
明
確
な
と
こ
ろ
が
多
い
。

つ
い
で
、
大
統
領
の
直
接
公
選
は
、
何
時
頃
か
ら
考
え
ら
れ
て
い
た
だ
ろ
う

か
(
後
述
則
論
文
参
照
)
。
一
九
五
八
年
に
は
ド
ゴ
l
ル
は
未
だ
確
信
を
も
っ
て
い

な
か
っ
た
が
、
一
九
六
一
年
の
四
月
以
後
は
そ
の
考
え
を
は
っ
き
り
さ
せ
た
。

そ
の
理
由
と
な
る
所
与
に

イコ
は

一
九
六

O
年
二
月
の
レ
ガ

1
ヌ
に
お
け

る
原
爆
実
験
成
功
に
よ
り
核
兵
器
使
用
権
を
市
民
全
体
に
対
す
る
責
任
に
お
い

て
も
つ
べ
き
だ
と
考
え
た
こ
と
、
お
よ
び
二
つ
に
、
テ
レ
ビ
の
急
速
な
普
及
に

よ
り
大
統
領
が
人
民
の
前
で
対
面
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
、
他
の
理
由

(
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
戦
争
処
理
、
プ
チ
・
ク
ラ
マ
l
ル
狙
撃
事
件
:
:
:
)
と
と
も

に
考
、
え
ら
れ
た
。

そ
し
て
、
第
五
共
和
制
憲
法
は
、
憲
法
学
者
が
全
然
起
草
に
参
与
せ
ず
(
最

終
条
項
に
な
っ
て
は
じ
め
て
意
見
を
き
か
れ
た
程
度
)
、
政
治
的
反
対
者
達
や

憲
法
学
専
門
家
の
誤
解
を
招
く
こ
と
に
な
っ
た
。
マ
ン
デ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
は
、

「
ク
ー
デ
タ
ー
の
恒
久
化
」
だ
か
ら
、
ま
た
暴
力
で
終
る
だ
ろ
う
と
信
じ
た
。

従
来
の
政
治
職
業
階
級
の
多
く
は
議
院
制
の
習
慣
が
も
ど
る
だ
ろ
う
と
思
っ

た
。
公
法
学
(
論
)
者
達
は
、
過
去
の
憲
法
史
の
イ
メ
ー
ジ
の
枠
を
ぬ
け
き
れ

ず
、
ボ
ナ
パ
ル
チ
ス
ム
か
オ
ル
レ
ア
ニ
ス
ム
か
、
あ
る
い
は
「
議
院
制
的
阜
市
制
」

(
R
・
ア
ロ
ン
)
と
か
、
ド
ゴ

l
ル
は
同
時
に
ル
イ
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
と
ナ
ポ
レ

オ
ン
三
世
だ
と
い
っ
た
。
憲
法
の
内
在
的
暖
味
さ
は
、
大
統
領
の
「
仲
裁
」
の

役
割
に
み
ら
れ
、
裁
判
の
最
終
決
定
と
ス
ポ
ー
ツ
の
審
判
の
ど
ち
ら
に
も
解
釈

で
き
た
し
、
よ
り
議
院
制
的
解
釈
が
強
い
よ
う
に
み
え
た
。

し
か
し
本
当
の
性
格
は
何
だ
っ
た
の
か
。
多
数
派
現
象
と
大
統
領
制
化
が
現

実
の
も
の
に
な
っ
て
ゆ
く
の
だ
が
、

0
・
デ
ュ
ア
メ
ル
は
「
な
る
べ
き
も
の
に

な
っ
た
に
す
ぎ
ぬ
」
と
み
る
け
れ
ど
も
、
筆
者
(
レ
モ
ン
)
は
、
「
一
九
六
二

の年
だ以
が前

ーは
九未
六だ

年金
似て
後確
は生
じ函
めで
支は
活か

年 IP
Vノ てコ

理た
プ戸 」ー

雪他
つの
た方
と向
みも
ると
。り
アえ
ルた

ジ
エ
リ
ア
戦
争
終
結
を
め
ぐ
る
諸
事
件
、
叛
乱
、
大
統
領
狙
撃
等
が
大
統
領
制

化
に
決
定
的
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
時
期
に
は
大
統
領
を
支
持
す
る
安
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定
し
た
従
順
な
議
会
多
数
派
も
存
在
し
な
か
っ
た
。

同
ミ
シ
ェ
ル
・
ミ
エ
ィ
ユ
(
至
急
己

ζ
E
z
m
)
「
反
対
者
遣
の
批
判
」
(
六

五
九
l
六
七
O
頁)。

一
九
五
八
年
九
月
二
八
日
の
憲
法
改
正
に
対
す
る
投
票
に
お
い
て
約
八

O
%

が
賛
成
し
、
反
対
が
二

O
%
に
過
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
大
き
な
お
ど
ろ
き
で

あ
っ
た
。
新
憲
法
案
に
対
す
る
反
対
派
の
批
判
攻
撃
が
激
越
な
も
の
で
あ
っ
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
何
故
に
そ
の
よ
う
な
結
果
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。

フランス第五共和制憲法の多角的・総合的検討について

ま
ず
反
対
派
(
社
共
、
左
派
急
進
党
)
の
批
判
の
内
容
は
ど
の
よ
う
な
も
の

だ
っ
た
か
。
一
つ
は
、
政
治
的
状
況
か
ら
い
っ
て
、
軍
部
の
力
に
よ
っ
て
政
権

が
変
っ
た
こ
と
は
文
民
統
制
の
原
則
を
く
つ
が
え
す
も
の
で
軍
部
フ
ァ
シ
ズ
ム

の
危
険
性
が
あ
り
、
「
ノ
ン
」
、
ま
た
、
一
人
の
人
間
(
ド
ゴ
l
ル
が
如
何
に
摂

プ
ヴ
ワ
ル
・
ぺ
ル
ノ
一
ネ
ル

理
的
人
間
だ
ろ
う
と
)
に
権
力
を
委
ね
る
「
個
人
権
力
」
に
対
す
る
「
ノ
ン
」

の
主
張
で
あ
る
。
他
の
一
つ
は
、
憲
法
の
内
容
の
法
律
的
欠
陥
に
対
す
る
も
の

で
あ
り
、
執
行
権
の
異
常
な
強
化
、
議
会
の
地
位
低
下
、
大
臣
と
議
員
の
兼
職

禁
止
に
よ
る
技
術
官
僚
・
無
責
任
体
制
の
強
化
、

め
の
憲
法
に
対
す
る
、
反
対
が
述
べ
ら
れ
る
。
マ
ン
デ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
は
、
制

憲
議
会
の
招
集
を
訴
え
る
が
、
反
対
派
に
明
確
な
代
案
は
ま
と
ま
ら
な
い
。
反

一
人
の
人
間
ド
ゴ

1
ル
の
た

対
派
は
議
会
制
擁
護
を
唱
え
る
が
第
三
・
第
四
共
和
制
議
会
へ
の
復
帰
は
ま
っ

ぴ
ら
だ
と
い
う
世
論
は
も
は
や
そ
れ
を
支
持
し
な
く
な
っ
て
い
た
。

こ
れ
ら
反
対
派
の
主
張
は
な
ぜ
効
果
を
発
揮
し
な
か
っ
た
か
。
政
党
レ
ベ
ル

で
は
、
共
産
党
は
全
面
的
拒
否
の
態
度
を
と
っ
た
が
、
社
会
党
や
急
進
派
、
人

民
共
和
派
は
分
裂
し
た
。
労
働
組
合
や
結
社
も
同
様
に
分
裂
状
況
と
な
る
。
マ

ン
デ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
は
、
「
新
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
、
と
「
恒
久
ク
ー
デ
タ
ー
」
に
対

す
る
「
ノ
ン
の
契
約
」
に
よ
る
反
対
派
の
組
織
を
試
み
る
が
失
敗
す
る
。
そ
れ

は
、
第
四
共
和
制
が
瓦
壊
し
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
二

O
世
紀
初
頭
以
来
の

コ
I
ル
・
ノ
ン
ア
ル

既
成
政
党
体
制
が
く
ず
れ
、
社
会
の
実
態
と
政
治
的
機
能
が
対
応
性
を
失
な
っ

た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
急
進
党
の
伝
統
的
基
盤
で
あ
る
プ
チ
・

ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
の
分
解
、
労
働
者
階
級
の
再
編
成
が
進
み
、
共
産
党
が
も
は

や
唯
一
の
そ
の
代
表
者
と
は
い
え
な
く
な
り
、
そ
の
主
張
し
た
フ
ァ
シ
ズ
ム
の

危
険
性
が
通
用
し
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

J
・
P
-
サ
ル
ト
ル
は
、

九
五
八
年
九
月
二
五
日
付
の
「
レ
ク
ス
プ
レ
ス
」
誌
上
に
「
一
人
の
王
様
を
要

求
す
る
蛙
ど
も
」
を
書
い
た
が
、
そ
れ
は
、
政
治
的
な
沼
と
全
体
主
義
体
制
が

つ
く
る
は
き
だ
め
と
を
混
同
す
る
や
や
性
急
な
議
論
で
あ
っ
た
。

同
ク
ロ
ー
ド
・
エ
ム
リ

(
Q
E
E
m
何
回

5
2
)

「
学
説
の
誤
解
と
混
乱
」
(
六

七
一
|
六
八
六
頁
)
。

第
五
失
和
制
の
成
立
に
た
い
し
て
、
学
説
が
そ
の
正
肯
を
え
た
理
解
に
失
敗

し
た
こ
と
を
、
著
名
な
学
者
等
の
所
説
に
そ
く
し
て
整
理
し
て
み
せ
る
。
時
と

ユ
ム

1
ル

空
間
と
気
分
の
三
要
素
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
た
う
え
、
時
期
的
に
二

つ
に
区
分
し
、
第
一
期
を
一
九
五
八
年
五
月
十
九
日
(
ド
ゴ

l
ル
政
権
復
帰
意

志
を
記
者
会
見
で
表
明
)
以
降
憲
法
改
正
準
備
期
か
ら
成
立
期
ま
で
、
第
二
期
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料

を
憲
法
改
正
の
成
立
期
以
降
一
九
六
四
年
の
一
月
一
一
一
一
日
の
ド
ゴ

l
ル
の
記
者

会
見
に
よ
り
憲
法
体
制
に
つ
い
て
の
見
解
を
明
確
に
し
た
時
ま
で
、
と
し
て
い

資

る

ヱ
キ
ィ
ヴ
ォ
ク

第
一
期
は
、
暖
昧
さ
の
(
な
い
し
「
カ
y

コ
っ
き
」
の
)
時
期
で
あ
る
。
憲

法
を
読
ん
だ
第
一
印
象
で
は
、
共
和
主
義
体
制
は
継
続
し
て
い
る
が
、
ド
ゴ
l

ル
将
軍
の
身
長
に
合
せ
て
仕
立
ら
れ
た
憲
法
に
お
い
て
、
執
行
権
が
強
化
さ
れ
、

政
党
に
は
実
質
的
制
約
が
課
せ
ら
れ
て
お
り
、
ド
ゴ

1
ル
将
軍
が
無
力
な
議
院

制
元
首
の
仲
裁
の
役
割
に
限
定
さ
れ
る
よ
う
な
旧
体
制
に
も
ど
る
と
は
思
え
な

・ν
ー
ま
ず
、
「
執
行
権
」
の
強
化
に
つ
い
て
、
議
会
の
立
法
権
の
大
き
な
移
譲

が
政
府
に
な
さ
れ
(
三
四
、
三
七
条
)
、
一
九
五
八
年
の
「
革
命
」
が
そ
こ
に

)

カ

Y

コ

内

文

鰍

は

注

を

み

よ

。

以

下

同

じ

あ
り
と
み
ら
れ
た
(
U
d
e
s
-
H
U
印
∞
-
m
o
z
F
a
g
r
呂
町
(
)
一
(
V
2
Z
5
7
戸

市

wmN)。

政
府
の
議
会
運
営
は
、
大
統
領
と
憲
法
院
の
後
見
に
よ
り
、
主
導
力
を
確
保
さ

れ
て
い
る
。

/

i

パ

2
政
党
の
歩
調
を
整
え
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
政
党
の
党
利
党
略
を
厳

し
く
戒
め
る
、
健
全
化
さ
れ
た
議
会
制
に
よ
り
、
憲
法
院
が
議
会
政
の
ゲ
1
ム

の
ル
l
ル
を
遵
守
さ
せ
、
ま
た
大
臣
に
は
政
党
政
治
の
わ
ず
ら
わ
し
さ
を
忘
れ

さ
せ
国
家
の
た
め
全
力
を
尽
さ
せ
る
兼
職
禁
止
(
大
臣
と
議
員
)
規
定
を
お
い

て
い
る
。
と
り
わ
け
第
二
院
を
、
政
党
政
治
か
ら
よ
り
独
立
し
て
い
る
も
の
と

し
て
、
大
統
領
を
支
援
さ
せ
て
い
る
(
司
『
2
2
L
S
∞
)
。

こ
の
よ
う
な
見
方
を
す
る
諸
学
者
も
、
憲
法
上
の
暖
味
さ
や
欠
落
部
分
を
強

調
す
る
こ
と
を
忘
れ
て
い
な
い
お
E
Z
E
P
H
也
印
由
一
回
目
〈
2
0・
5
印
∞
一
-
∞
g

門

戸

【

凶

.

戸

市

W

印
∞
‘
戸
同
区
U
E
門
広
『
P
]
{
由
由
。
)
。

ド
ク
ト
リ
J

ヌ
・
デ
ユ
・
ル
ヌ

l
ポ

と
こ
ろ
で
、
「
体
制
の
革
新
と
み
る
学
説
」
は
、
ド
ゴ

l
ル
的
な
国
家
観
を

と
り
い
れ
、
「
国
家
の
権
力
」
(
統
一
的
フ
ラ
ン
ス
)
と
「
民
主
的
権
力
」
(
多

元
的
フ
ラ
ン
ス
人
の
)
の
区
別
を
導
入
す
る
(
∞
ロ
三
g
F
E
Z
-
ド
ゴ

1
ル

将
軍
の
思
想
の
「
怒
意
的
?
な
図
式
化
」
か
)
が
、
其
後
の
実
際
に
適
合
し
な

く
な
る
。
「
仲
裁
」
概
念
(
冨
・
0
与
芯
が
公
言
し
た
。
〉
〈
『
F
5
2
1
)
が
不
明

確
で
あ
り
、
消
極
的
に
も
積
極
的
に
も
と
れ
暖
昧
で
あ
り
(
そ
れ
が
か
え
っ
て

役
立
っ
た
o
E
ョ。
P
呂
町
∞
・
司
・
5
印
)
、
強
大
広
汎
な
権
能
を
も
っ
大
統
領
が

無
責
任
で
あ
る
こ
と
は
明
白
な
矛
盾
で
あ
る
。

ド
ク
ト
リ
ー
ヌ
・
ド
・
ラ
・
レ
グ
レ
ソ
ン
オ
/

こ
れ
に
対
し
、
「
退
化
と
み
る
学
説
」
は
、
憲
法
の
盲
点
を
つ
い
て
批

判
し
、
フ
ラ
ン
ス
の
豊
富
な
憲
法
史
上
に
|
|
も
っ
と
も
、
「
憲
法
史
上
経
験

し
た
こ
と
の
な
い
」
と
み
る
学
者
も
い
る
(
〈
E
m
-
-
5
2
)
|
|
例
あ
り
と

み
る
。-

デ
ュ
ヴ
エ
ル
ジ
ュ
は
、
「
オ
ル
レ
ア
ニ
ス
ト
の
共
和
制
」
(
ロ
ロ
〈
巾
『
四

F

E
E
-
-
】
・
5
ω
)
と
み
、
二
元
主
義
議
院
制
の
ル
イ
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
型
が
長
続

き
し
な
い
時
代
遅
れ
の
も
の
と
批
判
す
る
。
し
か
し
、
ド
ゴ

l
ル
が
大
統
領
職

を
占
め
る
の
で
あ
る
か
ら
、
虚
器
を
擁
す
る
こ
と
に
な
る
は
ず
は
な
く
、
過
去

の
例
は
あ
て
は
ま
り
に
く
い
。
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ラ
ン
ピ
ル
・
パ
ル
ル
マ
ン
チ
ル

よ
り
的
確
で
辛
練
な
み
方
は
、
「
議
院
制
帝
国
」
(
〉
『
。
P
呂
町
∞
)
と

み
な
す
。

一
八
七
O
年
三
月
二
一
日
の
元
老
院
令
の
定
め
た
制
度
の
よ
う
に
、

二
元
的
な
元
首
と
議
院
の
両
者
に
依
存
す
る
皇
帝
の
大
臣
達
は
、
断
然
皇
帝
に

プ

レ

ピ

ン

ソ

ト

依
拠
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
皇
帝
は
「
個
人
信
任
投
票
」
と
い
う
絶
対
的
な
武

器
(
た
だ
し
拒
否
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
)
を
自
由
に
用
い
う
る
か
ら
で
あ

る
、
と
い
う
。

フランス第五共和制憲法の多角的・総合的検討について

2
こ
の
よ
う
な
「
オ
ル
レ
ア
ニ
ス
ト
」
の
二
元
性
を
指
摘
す
る
見
解
は
、
ド

ゴ
l
ル
的
正
当
性
の
暖
昧
さ
と
諸
権
力
関
の
均
衡
性
が
も
ろ
い
点
を
解
明
し
て

い
る
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。

「
は
っ
き
り
君
主
制
で
も
な
く
、
徹
底
的
に
民
主
制
で
も
な
い
」
(
〉
〈
コ
ア

呂
町
八
?
?
口
∞
)
オ
ル
レ
ア
ニ
ス
ト
の
正
当
性
は
、
ド
ゴ

l
ル
将
軍
と
フ
ラ
ン

ス
の
選
挙
民
の
人
O
%
以
上
の
支
持
あ
る
こ
と
に
よ
る
正
当
性
と
い
う
こ
と
に

接
近
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
い
っ
た
い
「
政
党
」
か
ら
超
然
と
し
、

国
運
を
左
右
す
る
よ
う
な
「
大
政
治
」
の
主
人
で
あ
る
と
こ
ろ
の
君
主
で
な
く

し
て
、
誰
が
「
仲
裁
者
」
た
り
う
る
だ
ろ
う
か
(
〈
包
巾

f
z
g
)。
ド
ゴ

l
ル

の
後
継
者
に
は
、
そ
ん
な
権
威
は
な
く
グ
レ
ヴ
ィ
大
統
領
の
よ
う
に
実
権
を
失

ぃ
、
議
院
制
的
君
主
制
に
向
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

と
は
い
っ
て
も
、
一
部
に
は
、
憲
法
一
六
条
の
緊
急
権
に
よ
り
ブ
l
ラ
ン
ジ
エ

的
独
裁
者
が
出
る
こ
と
を
危
倶
す
る
声
も
あ
っ
た
が
(
』
5
2
2
N
号

T
R四
P

呂
印
∞
)
、
多
く
は
ド
ゴ

l
ル
に
信
頼
し
て
自
由
の
将
来
に
つ
い
て
は
楽
観
的
で

あ
る

(
o
z
z
a
R・
5
3
h・
5
ム
)
。

コ
ン
ト
ロ
ヴ
エ
ル
ス

第
二
期
は
、
論
争
の
時
期
で
あ
る
。
一
九
六
O
年
三
月
の
時
点
で
、
憲

法
の
教
科
書
を
注
意
深
く
読
ん
だ
結
果
、
ド
ゴ

l
ル
将
軍
の
重
み
が
あ
ま
り
に

も
大
き
く
、
憲
法
の
実
行
は
期
待
さ
れ
た
憲
法
と
殆
ど
似
て
い
な
い
と
い
う
観

察
で
一
致
し
て
い
る
と
み
ら
れ
て
い
る
(
冨

q
r・-∞
g)。
こ
の
議
離
は
ま
す

ま
す
拡
が
っ
て
ゆ
く
。
そ
し
て
、

議
院
制
体
制
に
復
帰
す
る
だ
ろ
う
と
い
う
幻
想
は
失
な
わ
れ
る
こ
と
に
な

る。
ー
執
行
権
は
、
政
府
に
属
す
る
は
ず
の
と
こ
ろ
、
す
ぐ
さ
ま
、
大
統
領
が
こ

れ
を
掌
握
す
る
よ
う
に
な
り
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
や
外
交
、
国
防
問
題
等
は
政
治

勢
力
の
批
判
を
ゆ
る
さ
ぬ
大
統
領
の
留
保
領
域
と
な
り
、
憲
法
三
八
条
や
一
六

条
を
大
統
領
が
用
い
て
、
政
府
の
頭
ご
し
に
決
定
し
、
憲
法
二
O
条
の
文
言
と

プ
ヴ
ワ

1
ル
・
エ
ク
ゼ
キ
ユ
タ
ン

精
神
に
反
し
て
政
府
を
大
統
領
の
決
定
を
執
行
す
る
だ
け
の
権
力
に
し
て
し

ま
っ
た
こ
と
に
、
M
・
ド
プ
レ
は
抗
議
し
て
い
る
(
六
八
条
の
大
統
領
の
政
治

的
無
責
任
性
を
厳
格
に
読
む
べ
き
こ
と
を
主
張
)
。

2
ド
ゴ

l
ル
大
統
領
の
活
動
は

一
九
六
O
年
二
月
四
日
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア

自
決
法
、

一
九
六
一
年
一
月
八
日
お
よ
び
一
九
六
二
年
四
月
八
日
の
人
民
投
票

で
七
五
%
か
ら
九
一
%
の
人
民
の
支
持
に
依
拠
し
、
大
統
領
の
「
演
説
に
よ
る

ア
ピ
ー
ル
」
の
構
造
が
形
成
さ
れ
、
人
民
投
票
は
大
統
領
信
任
投
票
の
性
格
を

も
ち
(
一
九
六
九
年
に
は
「
自
殺
的
レ
フ
エ
レ
ン
ダ
ム
」
に
な
っ
た
て
憲
法

北法36(5-6・301)1789 



料

一
一
条
を
適
時
、
領
域
、
状
況
を
選
ん
で
用
い
た
。
一
九
六
二
年
九
1

一
O
月

資

の
危
機
に
は
、
議
院
制
的
正
当
性
と
大
統
領
的
正
当
性
が
分
離
さ
れ
た
け
れ
ど

も
、
将
軍
は
ひ
と
り
後
者
に
依
っ
て
前
者
に
立
ち
む
か
い
、
乗
り
切
っ
た
が
、

ゴ
1

リ
ス
ト
政
党
U
N
R
|
U
D
T
が
将
軍
を
支
持
す
る
こ
と
で
多
数
を
え

た
。
す
な
わ
ち
、
大
統
領
に
議
会
多
数
派
が
依
存
す
る
こ
と
に
な
っ
た
、
ー
ー

一
九
六
五
年
以
後
は
大
統
領
選
挙
に
議
院
選
挙
が
追
随
す
る

l
i。
し
た
が
っ

て
、
大
統
領
は
二
重
の
意
味
で
人
民
に
責
任
を
負
う
|
|
直
接
に
は
人
民
投
票

に
お
い
て
、
間
接
に
は
議
会
に
お
け
る
問
責
決
議
に
際
し
首
相
を
介
し
て
!
|

こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
お
S
E
-
-
5
2
・
百
-
ω
叶
(
}
一
〉
司
屯
-
5
2
・
古
-
H
H
)
。

3
ド
ゴ

l
ル
は
決
し
て
議
院
制
大
統
領
の
役
割
を
行
な
わ
な
か
っ
た
。
一
九

六
O
年
二
月
臨
時
国
会
招
集
を
拒
否
し
(
∞

E
5・
5
8
)
、
政
府
の
構
成
か

ら
そ
の
作
業
、
政
令
の
署
名
ま
で
指
導
し
た
(
開
E
z
-
-
5
8
-
〉
〈
ユ
f
S
A
X
-

同
】

Nω、吋)。

第
五
共
和
制
の
性
格
と
行
く
へ
に
つ
い
て
の
論
議
は
、
将
軍
側
に
つ
く
か
あ

る
い
は
反
対
側
に
立
つ
か
の
立
場
次
第
で
変
る
よ
う
に
な
る
。

-
R
・
キ
ャ
ピ
タ
ン
が
大
統
領
の
政
治
的
態
度
決
定
を
正
当
化
す
る
た
め
憲

法
一
九
条
(
政
府
の
副
署
を
要
し
な
い
大
統
領
の
行
為
を
列
挙
)
を
採
用
す
る
、

お
そ
ら
く
唯
一
の
憲
法
学
者
と
い
え
よ
う
(
p
z
s
f
z
m
S
。
ピ
ユ
ル
ド
l

も
、
大
ま
か
に
同
旨
を
論
じ
て
い
た
(
回
日
号

ωFEs--也
∞
)
。
し
か
し
、

ド
ゴ

l
ル
大
統
領
の
「
人
民
へ
の
ア
ピ
ー
ル
」
に
よ
る
政
治
責
任
を
引
受
け
る

と
い
う
憲
法
実
践
の
進
化
に
よ
っ
て
説
明
す
る
ほ
か
な
く
お
S
5
f
S
A
X
-

〉
司
∞
T
L
m
x
x
w
司
・
印
)
、
こ
の
説
に
は
無
理
が
あ
る
。

2
反
ド
ゴ

l
ル
派
は
、
こ
れ
に
反
し
、
事
態
を
認
容
し
な
い
。
「
自
己
に
責

任
あ
り
と
意
識
す
る
強
力
な
一
人
の
人
間
の
掌
中
に
、
解
散
と
レ
フ
エ
レ
ン
ダ

ム
と
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
権
力
を
集
め
る
と
は
、
ま
っ
た
く
行
き
過
ぎ
で
あ
る
。

そ
れ
は
共
和
制
が
危
険
だ
と
い
う
こ
と
だ
」
2
a
m
-
-
5
2
・
〉
司
有
ゆ
℃
・
日
)

と
警
告
し
、
「
近
代
化
し
た
個
人
信
任
投
票
制
的
統
領
制
」
(
U
Z
5
a
F

プ

ラ

〆

ン

パ

5
2
w
〉
担
問
u

・
5
2
・

u
-
P
∞
)
あ
る
い
は
「
元
首
支
配
制
」
(
〉
ミ
ニ
・
5
2
・

司
目
ω
N
H
)
と
呼
ば
れ
る
。

し
か
し
、
議
院
制
へ
の
復
帰
が
(
た
と
え
首
相
の
権
威
を
強
化
し
て
も
)
考

え
ら
れ
な
い
以
上
、
議
会
の
解
散
権
や
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ム
付
託
権
を
大
統
領
か

ら
取
り
あ
げ
議
会
を
強
化
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
憲
法
学
者
が
大
統
領
制

を
提
唱
し
て
何
年
間
か
論
議
さ
れ
た
(
0
5
R四
F
5
2
唱
〈
注
目
「
S
A
X
-

〉
司
山
一
日
J
H
U
A
エ
ヨ
〉
〈
コ
ア
呂
町
印
)
。
ド
ゴ

l
ル
は
猛
然
こ
れ
に
反
論
し
、
議
会
が

政
府
を
従
属
さ
せ
よ
う
と
し
、
安
全
弁
を
失
な
っ
て
、
大
統
領
が
代
議
士
達
に

隷
従
す
る
か
、
プ
ロ
ヌ
ン
シ
ミ
エ
ン
ト
(
非
合
法
実
力
反
乱
)
か
、
ど
ち
ら
か

に
な
る
だ
ろ
う
と
い
う
。
ド
ゴ

l
ル
に
と
っ
て
、
議
会
制
を
通
じ
て
の
政
党
に

よ
る
大
統
領
政
治
の
統
制
な
い
し
否
認
が
、
が
ま
ん
で
き
な
い
も
の
だ
っ
た
の

で
あ
る
。

ド
ゴ

l
ル
が
見
落
し
て
い
た
の
は
、
そ
の
政
党
が
大
統
領
選
挙
自
体
を
コ
ン

北法36(5-6・302)1790 



ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
大
統
領
選
挙
と
議
会
選
挙
と
の
聞
に
分

離
し
え
な
い
き
ず
な
が
形
成
せ
ら
れ
、
そ
し
て
、
第
五
共
和
制
の
統
治
は
爾
来
、

人
民
と
議
院
の
二
重
の
多
数
の
支
持
な
し
に
は
動
か
な
い
、
と
い
う
こ
と
で

あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
F
・
ミ
ッ
テ
ラ
ン
は
、
他
に
先
ん
じ
て
こ
の
こ
と
を
理
解

し
、
一
九
六
五
年
大
統
領
選
挙
に
打
っ
て
出
る
こ
と
に
な
る
。

オ
デ
ィ
ル
・
リ
ュ
デ
ル

(
C
E町
田

E
E
m
)
「
ド
ゴ
l
ル
将
軍
と
共
和

F
O
 

国
大
統
領
の
直
接
選
挙
|
|
戦
略
的
過
程
の
諸
段
階
|
|
l
」
(
六
八
七
1
七
二

フランス第五共和制憲法の多角的・総合的検討について

貰
)
。G

・
モ
レ
は

一
九
七
二
年
九
月
二
七
日
に
、
ジ
ャ
ン
9

ル
イ
・
ド
ブ
レ
に

次
の
よ
う
に
証
言
し
た
。
「
ド
ゴ

l
ル
将
軍
は
、
技
術
的
理
由
は
別
と
し
て
、

普
通
選
挙
に
よ
る
大
統
領
の
直
接
選
挙
に
は
根
本
的
に
反
対
で
あ
っ
た
。
歴
史

に
て
ら
し
て
、
そ
の
よ
う
な
手
続
は
悪
い
結
果
に
終
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
」
、

と

メ
モ
ワ
ー
ル

ド
ゴ
ー
ル
の
死
後
出
版
さ
れ
た
(
一
九
七
一
年
)
彼
の
「
追
想
録
」
第
二
巻

「
希
望
」
の
な
か
で
、
右
の
証
言
に
反
す
る
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
「
私
は

長
い
以
前
か
ら
、
唯
一
の
手
段
は
共
和
国
大
統
領
の
人
民
に
よ
る
選
挙
し
か
な

レ
ス
ポ
リ
ン
サ
ビ
リ
テ
・
キ
ャ
ピ
タ
ル

い
と
考
え
て
い
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
第
一
の
重
大
責
任
を
も
っ

オ
ム
・
デ
ユ
・
ペ
イ
イ

「
回
全
体
の
人
」
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
一
九
四
六
年
パ
ィ
ウ
1
演

説
や
一
九
五
八
年
に
は
未
だ
明
確
化
し
て
い
な
か
っ
た
が

一
時
に
全
部
を
な

し
え
な
か
っ
た
だ
け
だ
。
:
:
:
し
か
し
大
統
領
職
七
年
間
が
終
る
前
に
そ
れ
を

成
し
遂
げ
よ
う
と
決
意
し
て
い
た
」
と
。
そ
れ
は
、
「
戦
略
的
思
考
」
に
よ
る
「
勝

利
を
得
る
目
的
で
調
整
さ
れ
た
作
戦
の
全
体
」
を
考
え
つ
つ
実
行
に
移
し
た
と

い
う
こ
と
だ
が
、
果
し
て
そ
う
だ
つ
た
か
。

こ
れ
を
、
第
二
次
大
戦
以
前
の
遠
く
に
遡
っ
て
問
い
な
お
し
て
み
る
と
、
第

一
次
大
戦
当
初
、
青
年
将
校
と
し
て
の
ド
ゴ
l
ル
は
、
指
撮
官
の
信
頼
と
各
将

兵
が
有
機
的
に
結
集
し
て
参
加
し
全
体
と
し
て
成
功
す
る
こ
と
が
重
要
と
考
え

て
い
た
。
は
や
く
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
の
大
統
領
制
お
よ
び
イ
ギ
リ
ス
の
議
院
内

閣
制
に
関
心
を
も
ち
、
フ
ラ
ン
ス
の
議
会
に
対
し
批
判
的
で
あ
る
が
、
か
な
り

よ
く
第
三
共
和
制
の
政
治
制
度
を
理
解
し
て
い
た
。
一
九
四
五
年
一
二
月
の
制

宜
思
議
会
に
お
い
て
、
ド
ゴ

1
ル
政
府
首
席
の
最
後
の
演
説
に
お
い
て
も
、
議
院

制
は
前
提
と
し
、
議
会
の
万
能
を
批
判
し
、
政
府
の
み
が
執
行
権
の
全
責
任
を

保
持
す
べ
き
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
に
と
ど
ま
る
。
大
統
領
が
議
会
よ
り
よ
り

大
き
な
選
挙
団
か
ら
選
出
さ
れ
、
彼
か
ら
執
行
権
が
由
来
し
、
彼
と
区
別
さ
れ

た
首
相
が
政
府
の
政
策
と
仕
事
を
指
導
す
べ
き
だ
と
い
う
構
想
は
、

一
九
四
六

年
六
月
の
バ
ィ
ウ
l
演
説
で
は
じ
め
て
で
て
く
る
の
で
あ
る
。

一
九
四
七
年
か
ら
一
九
六
二
年
に
か
け
、
構
想
が
成
熟
し
実
行
さ
れ
る
。
ド

ゴ
ー
ル
は
屡
々
、
大
統
領
の
直
接
選
挙
の
実
行
可
能
性
に
つ
き
学
者
・
政
治
家

と
論
議
し
て
い
る
が
、
例
え
ば
、
レ
ォ
・
ア
モ
ン
に
対
し
一
九
五
六
年
に
は
ア

メ
リ
カ
大
統
領
選
挙
は
政
党
に
左
右
さ
れ
す
ぎ
お
祭
り
騒
ぎ
だ
と
強
く
批
判
し

て
い
る
。
ミ
シ
ェ
ル
・
ド
ブ
レ
は
ア
メ
リ
カ
式
大
統
領
制
は
フ
ラ
ン
ス
に
は
不
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政
治
的
定
着

フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ゴ
ゲ
ル
(
司
『

g
g
z
c。
宮
市
-
)
「
第
五
共
和
制
の
諸
制

守

r

度
の
漸
進
的
定
着
に
つ
い
て
の
序
言
」
(
七
一
五
|
七
一
六
頁
)
。

一
九
五
九
年
か
ら
一
九
八
四
年
ま
で
の
間
の
第
五
共
和
制
の
定
着
過
程
の
段

階
を
全
体
と
し
て
簡
潔
に
ま
と
め
て
叙
述
。

a
o
定
着

①
ま
ず
、

態
度
が
大
統
領
の
優
位
を
フ
ラ
ン
ス
国
民
に
慣
れ
さ
せ
る
た
め
大
い
に
貢
献
し

一
九
五
九
年
か
ら
一
九
六
二
年
の
間
に
、
共
産
党
を
除
く
左
翼
の

た
。
社
会
党
、
人
民
共
和
派
、
急
進
社
会
党
は
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
問
題
解
決
の

た
め
、
ド
ゴ

l
ル
将
軍
個
人
を
信
任
し
た
の
で
あ
る
。

一
九
五
九
年
九
月
一
六

日
ド
ゴ
l
ル
は
テ
レ
ビ
を
通
じ
て
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
自
決
権
を
提
示
し
た
が
、
ア

ル
ジ
エ
リ
ア
併
合
派
は
議
会
で
首
相
声
明
に
対
す
る
不
信
任
(
大
統
領
は
政
治

的
に
無
責
任
)
を
投
じ
る
の
に
対
し
、
社
会
党
は
政
府
に
で
は
な
く
大
統
領
に

対
す
る
信
任
を
投
じ
た
。
一
九
六

O
年
一
月
の
ア
ル
ジ
ェ
に
お
け
る
反
乱
を
鎮

圧
す
る
た
め
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
で
緊
急
措
置
を
と
る
こ
と
を
議
会
が
授
権
す
る
に

際
し
、
人
民
共
和
派
(
コ
ス
ト
・
フ
ロ
レ
)
は
そ
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
に
大
統
領

の
署
名
を
要
求
し
た
(
憲
法
三
八
条
に
よ
り
当
然
法
律
上
必
要
。
政
治
的
意
味
あ
り
)
。

彼
ら
は
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
問
題
の
解
決
後
は
、
お
の
ず
か
ら
議
院
の
優
位
に
復

北法36(5-6・306)1794 



帰
す
る
だ
ろ
う
と
予
想
し
て
い
た
が
、
見
通
し
を
誤
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

一
九
六
二
年
春
以
降
ド
ゴ

l
ル
将
軍
は
反
撃
に
転
じ
、
大
統
領

パ
ル
テ
ィ
・
ド
・
ジ
ヤ
ヂ
イ

の
直
接
公
選
制
を
提
案
し
て
「
嘗
て
の
政
党
ど
も
」
に
対
抗
し
て
、

②
つ
い
で

一
九
六

年
の
人
民
投
票
と
議
会
選
挙
で
成
功
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
第
五
共
和
制
の
定

着
の
「
最
初
の
段
階
」
を
形
づ
く
る
こ
と
に
な
る
。

③
さ
ら
に
一
九
六
五
年
二
一
月
の
大
統
領
選
挙
は
、
そ
の
定
着
過
程
に
お
け

る
「
よ
り
重
要
な
段
階
」
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ド
ゴ

i
ル
は
、
決
選
投
票
に

フランス第五共和制憲法の多角的・総合的検討について

入
る
こ
と
に
な
り
、
「
カ
リ
ス
マ
的
」
権
威
が
決
定
的
で
は
な
く
な
っ
た
こ
と

が
明
ら
か
に
な
る
と
と
も
に
、
ま
た
、
彼
が
勝
て
ば
、
そ
の
最
初
の
行
為
は
三

年
前
選
出
さ
れ
た
国
民
議
会
の
解
散
(
一
九
人
一
年
に
も
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
)

で
あ
る
と
公
言
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ミ
ッ
テ
ラ
ン
は

左
翼
の
統
一
候
補
と
し
て
、
何
カ
月
か
前
に

G
・
ド
フ
ェ
ー
ル
が
「
大
統
領
は

選
出
さ
れ
た
公
約
の
政
策
実
現
の
保
証
者
で
あ
る
」
と
い
う
よ
り
以
上
の
、
憲

法
の
「
大
統
領
主
義
的
」
解
釈
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
に
よ
る
。

こ
れ
に
反
し
二
九
六
七
年
の
立
法
部
選
挙
は
、
第
五
共
和
制
の
定
着
に
と
っ

て
若
干
の
後
退
を
し
た
と
み
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
左
翼
反
対
派
お
よ
び
中
道
派

は
、
こ
の
種
選
挙
で
は
自
然
の
こ
と
な
が
ら
、
憲
法
の
「
議
院
主
義
的
」
側
面

を
強
調
し
、
ま
た
「
第
五
共
和
制
の
た
め
の
行
動
」
の
旗
の
も
と
に
集
ま
っ
た

多
数
派
は
、
体
制
自
体
が
問
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
た
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
翌
年
、
一
九
六
八
年
五
月
の
事
件
の
後
、
多
数
派
の
議
員
候
補
者

達
に
と
っ
て
は
、
順
序
立
っ
た
政
策
と
い
っ
た
も
の
は
全
く
な
い
「
共
和
制
の

擁
護
」
だ
け
で
大
勝
利
を
拍
し
、
そ
の
用
語
法
の
変
化
が
体
制
を
新
た
に
堅
固

な
ら
し
め
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

④
そ
れ
に
続
い
て

一
九
八
一
年
に
行
わ
れ

一
九
六
九
年
、

一
九
七
四
年
、

た
大
統
領
選
挙
の
一
つ
一
つ
が
、
制
度
の
確
認
と
強
化
を
進
め
た
。
一
九
六
九

年
、
つ
い
で
一
九
七
四
年
選
挙
に
お
い
て
、
嘗
て
の
中
道
反
対
派
が
多
数
派
に

加
担
し
た
。
ま
ず
、

R
-
プ
レ
ヴ
ア
ン
、

j

・
デ
ユ
ア
メ
ル
、

J

・
フ
ォ
ン
タ

ネ
が
ポ
ン
ピ
ド
ゥ
l
を
支
持
し
、
つ
い
で
、

J

・
ル
カ
ニ
ュ
ェ
、

J
-
J
・
セ

ル
ヴ
ア
ン
・
シ
ュ
レ
ー
ベ
ル
が
ジ
ス
カ
ー
ル
・
デ
ス
タ
ン
を
支
持
し
た
。

八
一
年
の
選
挙
で
は
、
左
翼
は
白
か
ら
の
陣
営
か
ら
選
出
す
る
大
統
領
の
優
位

を
受
け
い
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

b
。
変
化

マ
ジ
ヨ
リ
テ

し
か
し
な
が
ら
、
定
着
は
、
あ
る
変
化
を
伴
っ
た
。
多
数
の
観
念
が
、
ド
ゴ

l

ル
に
よ
り
主
張
さ
れ
た
連
合

Zω
見
目
Z
m
E
E円
の
観
念
に
と
っ
て
か
わ
っ
た
こ

と
で
あ
る
。

一
九
六
九
年
の
ポ
ン
ピ
ド
ゥ
と
ポ
ェ
l
ル
の
対
決
は
、
ど
ち
ら
も

左
翼
に
は
属
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
こ
の
種
変
化
に
は
決
定
的
な
役
割
を
果

さ
な
か
っ
た
。

M
-
ド
プ
レ
は
(
本
討
論
会
で
の
発
言
に
お
い
て
て
ド
ゴ
l
ル
将
軍
は
、
一
切
の

権
力
は
人
民
に
由
来
す
る
が
、
政
党
を
好
ま
な
い
と
い
う
矛
盾
が
あ
り
、
そ
れ

が
意
見
の
違
い
で
あ
っ
た
。
将
軍
は
、
ゴ

l
リ
ス
ト
は
フ
ラ
ン
ス
人
の
連
合
の 九

北法36(5-6・307)1795 



キヰ

議
員
で
あ
る
が
、
他
の
者
は
分
裂
し
た
フ
ラ
ン
ス
人
遠
の
政
党
だ
と
み
て
い
た
、

と
い
、
っ
。

資

と
い
う
の
も
、
ド
ゴ

l
ル
は

一
九
六
五
年
の
大
統
領
選
挙
に
お
い
て
三

O

O
万
人
の
左
翼
支
持
者
の
票
を
集
め
、
ミ
ッ
テ
ラ
ン
は
、
二
五

O
万
人
の
右
翼

支
持
票
を
集
め
て
い
た
。
私
(
ゴ
ゲ
ル
)
は
嘗
て
、
秩
序
党
と
運
動
党
と
の
二

極
対
決
と
呼
ん
で
い
た
が
、
こ
の
現
実
に
は
適
合
し
な
い
の
で
修
正
を
要
し
ょ

ぅ
。
し
か
し
、
こ
う
い
っ
た
事
態
は
繰
返
え
き
れ
な
く
な
っ
た
。

総
じ
て
一
九
七
四
年
以
降
は
、
多
数
派
の
論
理
が
重
要
な
選
挙
に
お
い
て
ま

が
い
も
な
く
優
先
的
に
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
大
統
領
の
優
越
体
制
だ
か

ら
元
首
を
選
ぶ
こ
と
こ
そ
が
決
定
的
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。

一
九
七
四
年

お
よ
び
一
九
八
一
年
に
、
第
一
次
投
票
で
、
シ
ャ
バ
ン
・
デ
ル
マ
ス
、
ま
た
(
八

一
年
に
)
シ
ラ
夕
、
ド
ブ
レ
、
ガ
ロ
l
を
支
援
し
て
い
た
も
の
の
多
く
が
、
決

選
投
票
で
は
ミ
y

テ
ラ
ン
に
投
じ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
(
①
②
③
⑤
の
相
つ
ぐ
大
統
領
の
活
動
と
選
挙
)
定
着
し

た
第
五
共
和
制
は
、
ド
ゴ

l
ル
将
軍
が
愛
着
を
も
ち
、
ま
た
彼
の
み
が
実
行
可

能
だ
っ
た
「
連
合
」
と
い
う
観
念
か
ら
除
々
に
普
選
に
よ
る
大
統
領
の
ま
わ
り

に
結
集
さ
れ
る
「
た
ん
な
る
多
数
」
の
そ
れ
に
替
え
ら
れ
て
き
た
、
と
い
え
る

の
で
あ
る
。

川
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ヴ
デ
ル
(
の

g
G
2
5母
{
)
「
遡
っ
て
考
え
る
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
1

l
も
し
ド
ゴ

l
ル
が
一
九
六
二
年
に
敗
れ
て
い
た
ら
:
:
:
。
も
し
ア

ラ
ン
・
ポ
ェ

l
ル
が
一
九
六
九
年
に
勝
っ
て
い
た
‘
bi---。
1
1
1」
(
七
一
九
l

七
五
二
貝
)
。

一
九
六
二
年
の
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ム
が
否
決
さ
れ
て
い
た
ら
、

A
-
ピ
ネ
1
が

大
統
領
と
な
り
、
第
四
共
和
制
的
な
、
た
だ
し
執
行
権
が
特
権
を
も
つ
か
ら
よ

り
規
律
の
あ
る
議
院
制
と
な
る
だ
ろ
う
が
、
イ
ギ
リ
ス
型
よ
り
イ
タ
リ
ヤ
型
に

近
い
も
の
に
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
ド
ゴ

l
ル
が
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ

ム
で
勝
つ
で
も
、
議
会
選
挙
で
負
け
て
い
た
ら
、
あ
る
い
は
、
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ

ム
の
結
果
が
「
弱
体
で
、
は
っ
き
り
せ
ず
、
も
ろ
い
」
も
の
だ
っ
た
ら
、
ど
う

な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
:
:
:
そ
し
て

一
九
六
九
年
に
ア
ラ
ン
・
ポ
ェ
l
ル
が

ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ポ
ン
ピ
ド
ゥ
を
敗
っ
て
い
た
ら
、
ど
う
な
っ
た
だ
ろ
う
か
:
:
:
。

詳
し
く
、
い
く
つ
も
の
シ
ナ
リ
オ
が
検
討
さ
れ
て
い
る
(
省
略
)
。
そ
の
結
果
、

次
の
よ
う
な
五
つ
の
こ
と
(
教
訓
)
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。

今
日
ま
で
、
ド
ゴ
l
ル
か
ら
ミ
ッ
テ
ラ
ン
ま
で
、
ポ
ン
ピ
ド
ゥ
と
ジ
ス

カ
ー
ル
・
デ
ス
タ
ン
通
じ
て
、
第
五
共
和
制
は
多
数
派
大
統
領
制
を
と
っ
て
き

た
こ
と
を
認
め
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
、
二
つ
の
条
件
が
重
な
り
合
っ
た
こ
と
、

す
な
わ
ち
、
ド
ゴ
l
ル
の
政
治
の
実
行
の
仕
方
と
大
統
領
の
直
接
選
挙
制
が

あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
も
し
一
九
六
二
年
大
統
領
直
接
選
挙
制
が
通
ら
な
か
っ

た
ら
、
ド
ゴ
l
ル
が
去
り
、
彼
の
後
継
者
は
憲
法
上
課
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な

正
当
性
の
重
み
を
見
出
し
え
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
も
し
直
接
選
挙
制
が
設
立
さ

れ
た
が
、
ド
ゴ
l
ル
が
政
権
を
去
り
復
帰
し
な
い
よ
う
な
場
合
に
は
、
後
継
大

北法36(5-6・308)1796 



統
領
は
、
た
と
え
ゴ
l
リ
ス
ト
だ
っ
た
と
し
て
も

一
九
五
九
年
か
ら
六
二
年

の
間
の
ド
ゴ
l
ル
的
政
治
の
実
際
は
、
例
外
的
な
人
物
と
危
機
的
状
況
に
由
来

し
た
も
の
で
憲
法
解
釈
と
し
て
は
偶
然
の
所
産
だ
っ
た
と
感
ず
る
受
け
取
り
方

に
ぶ
つ
か
っ
た
で
あ
ろ
う
二
九
六
二
年
か
ら
一
九
六
九
年
ま
で
は
制
度
が
「
成

年
」
に
達
す
る
に
必
要
な
諸
要
素
を
も
た
ら
し
た
。
そ
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
は
、

大
統
領
の
直
接
選
挙
に
よ
る
任
命
が
第
一
級
の
正
当
性
を
設
定
す
る
も
の
だ
と

い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
国
民
の
大
統
領
に
よ
る
指
導
が
、
二
疋
の
「
憲
法
習
律
」

の
た
す
け
(
例
え
ば
大
統
領
の
白
か
ら
の
動
き
に
よ
る
首
相
を
変
更
す
る
権
力
)

フランス第五共和制憲法の多角的・総合的検討について

に
よ
り
、
恒
常
的
な
慣
行
と
な
り
え
た
こ
と
、
ま
た
、
問
責
決
議
の
多
数
を
集

め
る
こ
と
が
難
か
し
く
、
反
抗
的
な
議
会
を
解
散
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
に

よ
り
、
憲
法
条
文
中
に
含
ま
れ
た
議
会
主
義
の
配
剤
が
大
き
く
緩
和
さ
れ
た
こ

と
、
等
が
あ
る
。

大
統
領
の
直
接
選
挙
が
、
政
党
の
フ
ラ
ン
ス
的
シ
ス
テ
ム
を
再
構
築
し

た
。
そ
れ
は
、
左
翼
に
と
っ
て
の
方
が
、
他
の
諸
政
治
勢
力
よ
り
も
大
き
く
影

2 
響
し
た
。

3 

今
あ
る
制
度
に
代
え
て
あ
り
え
た
よ
う
な
制
度
と
し
て
は
、
ド
ゴ
ー
ル

的
政
治
の
実
際
と
第
四
共
和
制
(
よ
り
安
定
的
で
あ
る
が
、
法
律
的
合
理
化
の

装
置
に
よ
っ
て
イ
ギ
リ
ス
化
さ
れ
た
議
院
制
か
ら
は
結
局
遠
い
も
の
と
な
っ
た

で
あ
ろ
う
)
と
の
間
に
あ
っ
た
。
「
本
来
の
憲
法
」

(
G
・
モ
レ
)
の
適
用
と
、

元
首
の
ス
ポ
ー
ツ
の
審
判
の
意
味
に
お
け
る
「
仲
裁
」
を
文
字
通
り
実
現
す
る

一
九
六
九
年
に
ポ
ェ
l
ル
が
選
出
さ
れ
、
議
会
を
解
散
せ

ノ
ン
・
ブ
レ
ジ
ダ
ン
シ
ェ
ル

ず
、
大
統
領
と
そ
の
反
対
派
が
多
数
を
占
め
て
結
束
し
安
定
し
て
い
る

可
能
性
は
、
も
し

よ
う
な
場
合
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
歴
史
の
現
実
と
対
極
に
位

置
す
る
シ
ナ
リ
オ
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
例
え
ば
、
大
統
領
制
と
は
、

必
要
条
件
と
し
憲
法
条
項
に
よ
る
制
度
装
置
を
要
し
、
議
院
制
は
本
質
的
に
政

党
制
と
ニ
疋
の
政
治
文
化
を
前
提
と
す
る
、
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

憲
法
改
正
に
つ
い
て
唯
一
の
真
に
重
大
な
問
題
だ
っ
た
の
は
、
大
統
領

の
選
挙
方
式
で
あ
っ
た
。
一
九
五
八
年
と
一
九
六
二
年
の
憲
法
制
定
者
は
、
「
歴

史
を
作
っ
た
の
だ
が
、
彼
ら
が
つ
く
た
歴
史
が
、
ど
ん
な
も
の
に
な
る
か
は
知

4 
ら
な
か
っ
た
」
と
い
え
よ
う
。
一
九
五
八
年
憲
法
条
文
は
色
々
な
解
釈
が
可
能

で
あ
っ
た
し
、
一
九
六
二
年
改
正
の
結
果
大
統
領
選
挙
制
は
、
予
想
も
し
な
か
っ

た
結
果
を
招
い
た
か
ら
で
あ
る
。
憲
法
の
法
規
則
の
多
く
の
も
の
が
政
治
的
現

実
の
な
か
で
無
視
さ
れ
て
埋
没
し
て
し
ま
い
、
あ
る
も
の
は
政
治
的
・
社
会
的

機
構
の
な
か
で
意
外
な
効
果
と
重
み
を
発
揮
す
る
と
い
う
、
法
律
家
と
政
治
学

者
の
古
典
的
な
対
立
を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。

5 

一
九
六
二
年
の
十
字
路
で
、
別
な
途
を
と
っ
て
い
た
ら
、
フ
ラ
ン
ス
の

防
衛
政
策
と
軍
事
制
度
は
基
本
的
に
は
全
く
異
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
た
で
あ

ろ
う
。
外
交
政
策
に
つ
い
て
も
、
重
要
な
変
化
を
蒙
っ
て
い
た
ろ
う
と
恩
わ
れ

る
(9) 

ピ
ェ
l
ル
・
ア
ヴ
リ
ル

(
3
2
5
〉
〈
ユ
一
)
「
国
首
た
ち
と
大
統
領
的
多
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料

数
の
観
念
」
(
七
五
一
丁
七
六
五
頁
)
O

マ
・
ノ
ヨ
リ
テ
一
・
ピ
レ
ジ
ダ
ソ
J

ン

エ

ル

フ

イ

ギ

ユ

!

ル

・

サ

ン

ト

ラ

ル

「
大
統
領
的
多
数
」
は
大
統
領
職
七
年
間
の
「
中
心
的
表
象
」
を
な
し
、

マ
P
ヨ
リ
テ
・
パ
ル
ル
マ
ン
テ
l
ル

「
議
会
的
多
数
」
に
影
響
し
た
。
歴
代
大
統
領
は
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に

資

観
連?念
ずし
結占て
の-，，> 
メた
カか。

ズ
ム

っ
し、

て。

一
九
六
二
年
の
憲
法
改
正
の
人
民
投

富
市
と
そ
の
後
の
議
会
解
散
と
立
法
部
選
挙
の
聞
に
「
連
結
」
が
で
き

一
九
六

五
年
一
二
月
の
大
統
領
選
挙
に
お
い
て
、
決
選
投
票
で
ド
ゴ

l
ル
が
五
五
%
の

票
一
を
得
、
全
員
一
致
と
い
う
ゴ

1
リ
ズ
ム
の
時
代
は
変
化
し
、
爾
来
、
多
数
派

の
強
制
力
が
働
ら
き
、
「
連
結
の
論
理
」
が
表
明
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ニ
カ

月
後
、

一
九
六
六
年
年
二
月
、
ジ
ス
カ
ー
ル
・
デ
ス
タ
ン
は
政
府
を
辞
し
て
、

大
統
領
選
挙
で
ド
ゴ
l
ル
が
獲
得
し
た
五
五
%
の
多
数
の
イ
メ
ー
ジ
に
も
と
ε

つ

い
て
新
し
い
議
会
の
多
派
が
形
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
述
べ
た
。

ド
ゴ

l
ル
将
軍
に
は
鷺
踏
が
み
ら
れ
た
。
一
九
六
六
年
二
月
一
一
一
日
記
者
会

見
に
お
い
て
、
ド
ゴ
l
ル
は
、
大
統
領
選
挙
に
お
い
て
、
公
約
し
た
積
極
的
で

定
義
せ
ら
れ
た
政
策
に
つ
い
て
、
人
民
に
よ
り
委
任
を
受
け
た
国
首
は
、
彼
に

由
来
す
る
政
府
に
よ
っ
て
そ
れ
を
実
行
に
、
つ
つ
し
、
議
会
は
そ
れ
を
支
援
す
る

た
め
大
統
領
の
ま
わ
り
に
集
ま
っ
た
多
数
に
忠
実
な
多
数
を
持
つ
よ
う
に
な
ら

ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
述
べ
た
。
し
か
し
、
こ
の
態
度
は
放
棄
せ
ら
れ
、

年
一

O
月
二
八
日
の
記
者
会
見
に
お
い
て
は
、
距
離
を
お
く
よ
う
に
な
り
、

マ
ジ
ヨ
リ
テ
・
ノ
ル
タ
ン
ト

九
六
七
年
立
法
部
選
挙
で
は
議
会
の
既
存
の
多
数
を
強
化
し
第
五
共
和
制
を

一
九
六
六

{
寸
る
べ
き
こ
と
を
ア
ピ
ー
ル
し
二
九
六
五
年
大
統
領
選
に
は
ふ
れ
て
い
な
い
。

一
九
六
九
年
の
人
民
投
票
に
は

一
九
六
七
年
議
会
選
挙
と
全
く
切
り
は
な
し

て
、
人
民
の
直
接
的
信
任
を
問
う
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
両
者
の
多
数
聞
の
連

結
を
し
り
ぞ
け
た
の
は

一
九
六
七
年
の
選
挙
結
果
が
思
わ
し
く
な
く
、
ま
た

一
九
六
八
年
六
月
選
挙
が
邪
魔
に
な
っ
た
こ
と
の
ほ
か
、
両
者
の
次
元
と
支
持

範
囲
に
ち
が
い
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
ド
ゴ
l
ル
が
、
質
量
と
も
に
多
数
の

-
ヲ
ザ
ン
ワ
ル
マ
ン

枠
内
に
と
じ
こ
め
ら
れ
る
こ
と
を
嫌
っ
た
超
越
的
「
連
合
」
方
式
に
固
執

し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

ポ
ン
ピ
ド
ウ
の
「
大
統
領
的
多
数
」
の
用
語
の
慎
重
な
適
用
が
み
ら
れ
る
。

一
九
六
九
年
六
月
一
五
日
大
統
領
選
挙
に
お
け
る
ポ
ン
ピ
ド
ゥ
の
選
出
は
、
お

の
ず
か
ら
、
新
政
府
の
構
成
に
中
道
派
を
入
閣
さ
せ
(
大
統
領
選
に
中
道
派
の
C
D

P
に
属
し
た
章
、
ま
た
中
道
派
に
よ
り
議
会
の
多
数
派
を
拡
大
し
た
こ
と
に
投

映
し
た
。
一
九
七
一
年
一
月
一
二
日
の
記
者
会
見
に
お
い
て
お
そ
ら
く
初
め
て
、

ク
レ
・
ド
・
ヴ
l
卜

公
然
と
こ
の
実
行
を
理
論
化
し
て
、
「
大
統
領
は
体
制
の
か
な
め
石
」
で
あ
り
、

多
数
派
は
多
か
れ
少
な
か
れ
大
統
領
を
選
出
し
た
多
数
に
符
号
す
る
こ
と
が
望

ま
し
く
も
あ
り
正
常
で
あ
る
、
と
述
べ
た
。
同
年
九
月
に
は
、
「
大
統
領
の
多

ア

コ

ル

パ

ラ

レ

リ

ス

ム

数
派
と
議
会
の
多
数
派
の
間
に
一
致
な
い
し
併
行
性
」
が
あ
る
こ
と
が
強
制
的

に
そ
う
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
は
な
く
て
も
常
態
だ
ろ
う
、
と
言
っ
て
い
る
。

要
す
る
に
、
「
大
統
領
が
選
挙
で
公
約
し
た
政
策
の
基
本
線
を
支
持
す
る
こ
と

を
受
け
い
れ
て
い
る
多
数
派
が
議
会
に
存
在
す
る
こ
と
が
制
度
の
運
用
上
よ
い
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こ
と
だ
」
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
一
九
七
二
年
三
月
の
立
法
部
選
挙
に
お
い
て
、

「
大
統
領
の
進
歩
的
共
和
派
同
盟
」
が
創
設
さ
れ
た
こ
と
自
体
が
こ
の
態
度
を

裏
づ
け
て
い
る
。
し
か
し
ポ
ン
ピ
ド
ゥ
が
、
こ
の
「
併
行
性
」
を
慎
重
に
述
べ

て
い
る
の
は
、
大
統
領
支
持
の
政
党
状
況
が
構
成
さ
れ
な
い
場
合
の
こ
と
を
考

え
た
か
ら
で
、
こ
の
点
、
U
D
R
が
気
に
し
た
二
九
六
九
年
大
統
領
で
ポ
ン
ピ
ド
ゥ

支
持
軍
団
だ
っ
た
ゴ

l
リ
ス
ト
党
)
の
は
、
大
統
領
が
彼
ら
の
支
持
派
形
成
を
あ
て

フランス第五共和制憲法の多角的・総合的検討について

に
し
な
い
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ポ
ン
ピ
ド
ゥ
は
一
九
七
三
年
議
会
選
挙
も

無
理
な
く
の
り
こ
え
た
が
、
彼
は
、
大
統
領
の
任
期
を
五
年
に
ち
ぢ
め
(
権
力

の
消
耗
を
減
ら
し
て
議
会
の
任
期
と
同
じ
に
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
両
者
の

併
行
性
の
こ
と
も
考
え
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ジ
ス
カ
ー
ル
・
デ
ス
タ
ン
砿
大
統
領
主
義
を
合
理
化
し
よ
う
と
し
た
が
限
界

に
つ
き
あ
た
っ
た
。
ジ
ス
カ
ー
ル
・
デ
ス
タ
ン
は
、

一
九
七
四
年
大
統
領
選
挙

で
辛
う
じ
て
選
出
さ
れ
た
が
、
ち
ょ
う
ど
そ
れ
と
逆
に
、
議
会
の
多
数
派
は
え

ら
れ
ず
少
数
派
だ
っ
た
。
そ
こ
で
彼
は
、
大
統
領
的
多
数
派
に
支
え
ら
れ
た
「
合

理
化
さ
れ
た
大
統
領
主
義
制
度
」
を
強
調
し
、
大
統
領
的
多
数
派
が
支
持
し
た

「
基
本
的
政
策
」
の
線
か
ら
「
逸
脱
し
て
は
な
ら
ぬ
」
こ
と
と
、
シ
ラ
ク
を
首

相
と
し
て
選
ん
だ
の
は
議
会
に
お
い
て
新
し
い
こ
の
大
統
領
的
多
数
を

「
叫
民
」
し
た
か
ら
で
あ
る
と
述
べ
る
(
一
九
七
四
年
五
月
、
と
く
に
七
月
)
。
彼

は
、
選
挙
人
と
い
う
よ
り
も
政
党
に
着
目
し
、
ゴ
l
リ
ス
ト
政
党
を
「
ジ
ス
カ

i

ル
化
」
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
こ
の
試
み
は
失
敗
し
、
議
会
多
数
派
は
単
一

で
な
く
「
多
元
的
」
と
述
べ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
一
九
七
九
年
一
一
月
二
七

日
の
テ
レ
ビ
で
は
、
七
四
年
と
金
く
逆
の
こ
と
を
述
べ
る
。
「
大
統
領
選
挙
は

人
民
の
選
挙
で
あ
り
全
国
の
政
治
的
意
思
の
表
明
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
と
同
じ

選
挙
が
議
会
の
レ
ベ
ル
で
必
ら
ず
再
現
す
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
」
と
。

フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ミ
ッ
テ
ラ
ン
は
言
葉
に
出
さ
ず
と
も
事
柄
自
体
で
実
現
し

た
。
ジ
ス
カ
ー
ル
の
経
験
と
は
ち
ょ
う
ど
逆
の
試
練
の
の
り
こ
え
方
を
し
た
の

が
ミ
y

テ
ラ
ン
で
あ
る
。
ま
ず
、
大
統
領
選
出
の
前
(
巾
同
白
ロ
丹
市
)
に
、
ミ
y

一
九
八
二
牛
五
月
五
日
に
、

ア
ン
ト
レ
!
ナ
ン
ト

は
、
強
力
な
誘
導
的
な
力
を
発
揮
す
る
だ
ろ
う
と
一
言
い
、
議
会
選
挙
に
よ
り

テ
ラ
ン
は

一
O
目
、
大
統
領
を
選
出
す
る
多
数

フ
ラ
ン
ス
人
が
決
め
る
多
数
を
構
成
す
る
だ
ろ
う
、
ま
た
、
社
共
の
協
力
に
よ

る
議
会
多
数
派
構
成
の
問
題
は
重
要
度
を
一
段
下
げ
後
ま
わ
し
の
問
題
に
し

た
。
そ
し
て
、
大
統
領
に
選
出
後
、
社
共
は
選
挙
協
力
を
行
な
い
、
大
統
領
支

持
の
多
数
が
議
会
の
多
数
に
も
反
映
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
政
府
に
も
共

産
党
員
が
入
閤
す
る
。
つ
い
で
、
大
統
領
選
後
(
良
吉
色
、
こ
の
よ
う
な
階

層
的
な
連
結
の
効
果
と
し
て
は
、
大
統
領
が
選
挙
で
公
約
し
た
政
策
が
「
政
府

の
行
動
の
憲
章
」
で
あ
り
、
六
月
二
一
日
議
会
選
挙
以
降
は
「
立
法
行
動
の
憲

ペ
ル
ソ
ナ
リ
ザ

ν
オ
ン

意
」
と
さ
れ
、
ミ

y
テ
ラ
ン
が
そ
れ
を
人
格
的
に
体
現
す
る
こ
と
に
な
る
。
政

党
と
の
間
に
約
束
さ
れ
た
立
法
「
契
約
」
は
、
大
統
領
が
人
民
と
の
間
で
約
束

し
た
最
初
の
そ
し
て
直
接
的
な
契
約
に
吸
収
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ミ
ッ
テ
ラ

ン
は
、
大
統
領
選
と
議
会
選
の
結
び
つ
き
を
が
っ
ち
り
と
利
用
し
た
し
、
ま
た
、
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イ
斗
h

'仲事

1

ル

レ

彼
の
政
策
遂
行
の
た
め
与
党
を
連
結
管
と
し
て
体
系
的
に
活
用
し
た
の
で
あ
っ

て
、
こ
の
こ
っ
と
も
に
ジ
ス
カ
ー
ル
・
デ
ス
タ
ン
が
つ
ま
づ
い
た
も
の
の
だ
っ

資

た
。
こ
れ
以
上
の
連
結
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、
こ
れ
が
ど
の
よ
う
に
し
て
分
解

し
は
じ
め
る
か
が
今
後
の
問
題
で
あ
る
。

第
五
共
和
制
の
ア
ポ
リ
ア
(
難
点
)
。
大
統
領
的
多
数
は
議
会
的
多
数
と
異

る
性
質
と
次
元
の
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
後
者
が
前
者
に
接
近
し
て
明
ら

か
に
同
様
な
も
の
と
な
れ
ば
、
大
統
領
が
「
仲
裁
者
」
と
し
て
国
民
議
会
の
多

数
か
ら
距
離
を
お
き
、
国
民
議
会
の
少
数
派
や
元
老
院
ま
た
さ
ら
に
広
く
は
フ

ラ
ン
ス
人
全
体
か
ら
も
そ
う
み
ら
れ
る
こ
と
は
困
難
と
な
る
。
大
統
領
の
選
挙

方
式
と
大
統
領
の
憲
法
的
地
位
の
聞
の
調
和
と
い
う
も
の
は
、
政
党
に
は
還
元

で
き
な
い
選
挙
人
の
多
数
と
い
う
、
無
名
の
、
山
夜
間
即
時
制
な
多
数
派
に
よ
っ

て
可
能
な
ら
し
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

デ
ィ
ス
タ
ン
ス

経
験
に
よ
れ
ば
、
こ
の
距
離
が
せ
ば
ま
っ
た
こ
と
、
そ
の
よ
う
な
関
係
に

お
い
て
、
ジ
ス
カ
ー
ル
・
デ
ス
タ
ン
と
ミ
y

テ
ラ
ン
が
相
互
補
充
的
だ
と
い
う

こ
と
が
わ
か
る
。
前
者
は
、
中
道
を
吸
収
し
た
絶
対
的
な
両
極
化
が
お
こ
り
、

二
陣
営
の
み
と
な
り
、
大
統
領
は
ど
ち
ら
か
一
つ
に
属
し
、
た
め
に
反
対
派
に

よ
り
拒
否
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
彼
が
失
敗
し
た
の
は
、
こ
の
関
さ
れ
た
陣
営
の

外
に
あ
る
中
央
の
酸
素
の
風
船
を
手
に
し
え
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
後
者
は
、

党
派
的
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
い
っ
そ
う
硬
直
化
し
て
、
反
対
派
に
よ
っ
て
否
認
さ

れ
る
に
い
た
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

選
挙
人
の
多
数
に
よ
り
選
出
さ
れ
た
大
統
領
は

一
時
的
に
、
す
べ
て
の
フ

ラ
ン
ス
人
の
大
統
領
に
変
貌
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
し
か
も
、
彼
は
統
治
し
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
た
め
に
、
不
可
欠
で
あ
る
議
会
の
多
数
の
支
持
を
効
果
的
に

維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
二
つ
の
多
数
派
の
「
連
結
」
の
実
際
は
第
五
共

和
制
の
最
も
困
難
な
ア
ポ
リ
ア
を
浮
ぼ
り
に
し
た
わ
け
で
、
そ
れ
は
理
論
的
に

は
解
決
方
法
は
な
く
、
た
だ
実
際
上
調
整
す
る
ほ
か
な
い
も
の
で
あ
る
。

同

ジ

ャ

ン
l

リ
ュ
ッ
ク
・
パ
ロ
デ
ィ
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
プ
ラ
ト
1
ヌ

C
m
g

F
5
F
E
E
-
-
E
2
5
2己
20)
「
被
治
者
た
ち
に
よ
る
承
認
」
(
七
六
六
|
七

九
八
頁
)
。

被
治
者
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
国
民
の
第
五
共
和
制
に
対
す
る
世
論
、
賛
否
の
進

化
の
あ
と
が
、
世
論
調
査
結
果
に
よ
り
、
説
明
さ
れ
て
い
て
、
興
味
深
い
(
次

注

(
1
)
の
表
を
み
よ
。
カ
ッ
コ
内
番
号
は
統
計
表
の
数
字
を
示
す
)
。

ま
ず
、
第
五
共
和
制
の
採
用
に
あ
た
っ
て
、
第
四
共
和
制
の
政
治
制
度
の
実

際
に
対
し
、
圧
倒
的
多
数
が
、
否
定
的
な
み
方
を
し
て
い
る

(
1
)
。
混
迷
状

況
が
、
第
五
共
和
制
後
好
転
し

(
2
)
、
年
と
と
も
に
支
持
が
定
着
し

(3)
、

全
般
的
に
支
持
が
過
半
数
を
こ
え
、
反
対
の
二
倍
以
上
に
な
っ
て
い
る

(
4
)
。

と
く
に
、
大
統
領
の
直
接
普
通
選
挙
に
つ
い
て
は
、
急
速
に
圧
倒
的
支
持
が

八
|
九
割
に
な
り
定
着
し
て
い
る

(
5
)
。
ま
た
、
人
民
投
票
に
つ
い
て
も
お

お
む
ね
着
実
に
支
持
が
増
え
約
四
分
の
三
が
賛
成

(
6
)
。

議
院
制
に
対
す
る
共
感
は
、
反
対
派
の
逃
げ
場
の
価
値
と
い
っ
た
様
相
を
呈
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し
て
い
る

(
7
)
。
議
会
の
役
割
に
つ
い
て
は
、
当
初
は
多
く
は
そ
の
弱
体
化

に
フ
ラ
λ
ト
レ
l
シ
ョ
ン
を
感
じ
て
い
た
が
、
近
年
は
ほ
ぼ
同
等
(
今
の
ま
ま

で
よ
い
。
と
の
比
率
が
四
一
対
三
九
、

一
九
八
三
年
)
で
均
衡
し
て
い
る
。

諸
権
力
聞
の
バ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
は
、
ミ
ッ
テ
ラ
ン
に
な
っ
て
か
ら
政
府
の

役
割
を
割
に
大
き
く
み
て
い
る

(
8
)
。
首
相
が
活
性
化
(
ド
ゴ
l
ル
時
代
に

比
べ
て
強
化
さ
れ
た
)
と
み
る
意
見
が
相
対
的
に
多
い
(
五
五
%
、

一
九
七

O

フランス第五共和制憲法の多角的・総合的検討について

年
。
四
七
%
一
九
七
八
年
)
。
社
会
主
義
政
権
交
代
前
と
後
と
で
、
ど
の
権
力

支
持
か
の
み
方
が
変
っ
て
い
る

(
9
)
。

制
度
改
正
に
つ
い
て
、
大
統
領
任
期
の
五
年
に
短
縮
意
見
が
増
え
て
い
る

(m、
U
参
照
)
、
選
挙
の
多
数
代
表
法
の
支
持
が
ふ
え
て
い
る
が
、
比
例
代

表
法
賛
成
が
一
寸
多
い
(
ロ
)
。

社
会
主
義
政
権
に
交
替
が
あ
っ
て
後
、
大
統
領
の
権
限
に
つ
い
て
の
合
意
が

出
来
た
と
い
え
る
証
拠
が
で
て
い
る
(
日
)
。

こ
れ
ら
の
フ
ラ
ン
ス
人
の
世
論
調
査
結
果
に
よ
っ
て
、
第
五
共
和
制
の
定
着

が
、
は
っ
き
り
し
た
。

)
 
-1
 
(
 
ジ
ヤ
ン
・
ボ
ォ
l
ド
ゥ
ア
ン

C
Sロ
切
さ
号
E
ロ
)
「
フ
ラ
ン
ス
共
産
党
は

ア
一
イ
ミ
ラ
リ
J

オ
/
・
ル
ラ
チ
l
グ

一
九
五
八
年
憲
法
に
相
対
的
に
同
意
す
る
よ
う
に
な
っ
た
」
(
七
九
九
|
八
一
五

頁)。そ
の
民
主
主
義
的
規
範
に
は
確
固
な
る
合
意
を
示
し
て
い
る
が
、
憲
法
的

ル
l
ル
に
つ
い
て
は
よ
り
暖
昧
で
あ
り
、

一
九
八
一
年
六
月
自
己
批
判
を
行
な

ぃ
、
大
統
領
の
優
越
は
承
認
し
て
い
る
が
、
状
況
次
第
と
い
っ
た
支
持
態
度
を

と
っ
て
い
る
。

同

ユ

l
グ
・
ポ
ル
テ
リ
(
国
Z
間
口

2
2ユ
色
目
)
「
社
会
党
は
第
五
共
和
制
に

ア

ン

テ

ク

ラ

シ

オ

ン

自
か
ら
を
組
み
入
れ
た
」
(
八
一
六
1
八
二
七
頁
)
。

社
会
党
は
ギ
イ
・
モ
レ
の
議
院
制
構
想
を
脱
却
し
、
エ
ピ
ネ
l
の
大
会
で
は

未
だ
暖
昧
だ
っ
た
が
、
大
統
領
制
的
制
度
支
持
を
打
出
し
、

一
九
八
一
年
の
勝

利
が
第
五
共
和
制
支
持
の
態
度
を
完
成
、
そ
れ
を
断
固
利
用
し
た
。

セ
ル
ジ
ュ
・
シ
ュ

l
ル
(
閉
め
『
略
的
ロ
「
)
「
中
道
派
の
漸
進
的
な
同
意
」
(
八

二
六
八
四
三
頁
)
。

中
道
派
は
、
両
極
化
の
強
制
力
に
よ
っ
て
一
陣
営
に
吸
収
さ
れ
た
が
、
中
道

派
が
ど
れ
だ
け
抵
抗
力
を
発
揮
し
う
る
か
が
問
題
で
あ
り
、
ル
カ
ニ
ュ
ェ
、

ポ
ェ

l
ル
、
ジ
ス
カ
ー
ル
等
、
そ
れ
ぞ
れ
の
戦
略
を
も
っ
て
い
た
。
対
議
会
、

対
政
党
戦
略
に
お
い
て
、
ジ
ス
カ
ー
ル
が
総
合
を
示
し
た
。

)
 
4
 
1
 
(
 
ダ
ニ
エ
ル
シ
ヤ
ル
ル
・
バ
ダ
シ
ユ

(
ロ
白
口
百
?
の
『
白
ユ
巾
印
∞
白
《
宮
内
町
。
)
「
一

九
五
九
年
以
降
の
ゴ
l
リ
ス
ト
の
制
度
に
対
す
る
態
度
」
(
八
四
四
|
八
五
九
頁
)
。

ド
ゴ

l
ル
的
共
和
国
に
は
、
様
々
の
独
自
の
挑
戦
が
あ
っ
た
。
ジ
ヤ
y

ク・

ス
ス
テ
ル
は
、
第
五
共
和
制
成
立
後
こ
れ
を
批
判
、
ミ
シ
ェ
ル
・
ド
ブ
レ
は
健

全
な
議
会
主
義
を
す
す
め
、
ア
シ
ル
・
ベ
レ
テ
ィ
は
「
フ
ラ
ン
ス
流
」
の
大
統

領
制
を
主
張
し
た
。
ポ
ン
ピ
ド
ゥ
の
大
統
領
職
中
に
、
意
見
の
相
違
と
対
立
が

は
っ
き
り
し
て
き
た
、
シ
ャ
パ
ン
・
デ
ル
マ
ス
は
、
首
相
の
解
放
を
主
張
し
、
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吋ルー
血京
T

ア
ラ
ン
・
シ
ャ
ラ
ン
ド
ン
と
ア
シ
ル
・
ベ
レ
ッ
テ
ィ
は
、
大
統
領
制
度
の
「
活

性
化
」
を
と
な
え
、
ミ
シ
ェ
ル
・
ド
ブ
レ
、
ク
l
ヴ
・
ド
・
ミ
ュ
ル
ヴ
ィ
ル
、

資

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
フ

i
シ
ェ
ら
は
、
大
統
領
職
五
年
制
の
任
期
短
縮
に
反
対
し

た
、
等
ゴ

1
リ
ス
ト
の
指
導
者
逮
は
、
エ
リ
ゼ
か
ら
離
れ
て
、
夫
々
の
憲
法
制

度
的
意
見
と
態
度
を
も
っ
て
い
た
。

注(1
)
次
掲
「
世
論
調
査
結
果
の
表
」
(
一
一
一
一
五
l
一
一
一
一
人
頁
)
を
み
よ
。

五

法
学
的
貸
借
対
照
表

(1司

ジ
ャ
ン
・
ル
イ
・
ケ
ル
モ
ン
ヌ

f
g
t
E
E
M
C
E
q
E
S口
町
)
「
第
五
共

和
制
憲
法
の
法
制
度
的
問
題
の
序
説
」
(
八
六
一
一
丁
八
七
四
頁
)
。

歴
史
的
、
社
会
学
的
に
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
第
五
共
和
制
の
基
本
的
な
特

徴
は
、
法
制
度
的
な
特
殊
な
観
点
か
ら
い
え
ば
、
次
の
三
つ
の
基
本
的
な
方
向

性
に
み
ら
れ
る
。

1
一
九
五
八
年
憲
法
に
よ
り
実
施
さ
れ
た
断
絶
が
法
的
に
定

着
し
た
こ
と
。

2
第
五
共
和
制
が
共
和
制
的
継
続
性
の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
た

リ
l
タ
l
y
ソ
プ

こ
と
。

3
党
派
的
な
主
導
権
と
国
家
の
権
力
と
の
中
間
の
ア
ン
ピ
パ
レ
ン
ト

な
大
統
領
権
力
の
制
度
化
で
あ
る
。
第
五
共
和
制
の
体
制
が
危
機
を
迎
え
る
可

イ
ダ
〆
テ
イ
テ

能
性
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
一
一
五
年
の
長
き
に
わ
た
り
、
自
向
性
を
保
持

し
続
け
た
。

1
0

一
九
五
八
年
憲
法
に
よ
り
実
現
さ
れ
た
断
絶
(
先
行
共
和
制
の
制
度
と

の

つの
の法
大的
き定
な着

断;
チ

絶:
な
し、

し
転
換
が
あ
る

一
つ
は
、
大
統
領
制
権
力
、

二
つ
は
、
規
範
的
権
力
で
あ
る

(
L
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
)
。
大
統
領
制
権
力
に
つ

い
て
は
、
一
九
六
二
年
一

O
月
の
憲
法
改
正
以
前
に
、
既
に
憲
法
第
五
条

(
D
-

ク
レ
・
ド
・
ヴ
l
ト

マ
ウ
ス
)
、
ま
た
、
大
統
領
が
「
か
な
め
石
」
と
い
う
解
釈

(
M
・
ド
ブ
レ
)

に
存
在
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
規
範
的
権
力
に
つ
い
て
は
、
憲
法
院
の
憲
法
上

北法36(5-6・314)1802 



フランス第五共和制憲法の多角的・総合的検討について

(1) 世論調査結果の表

1.第4共和制の不安定.性と多党制について
第4共和制の政治制度がうまく機能しなかった理由についての賛否(1958年8月)

賛 否無答計

政府が変りすぎる ....................................... 95 

議会に政党が多すぎる ・・・・・... ……・・…リー 88 

議会の風習がわるい・・H ・M ・....... …・ーー ー ー…・ 75 

政府が十分な権力もたぬ・ .....・・・・・ 58 

大統領が十分な実権もたぬー・・ー ・・....・a・ 56

フランス人の公徳心が足りぬーーーー................... 55 

選挙制度がわるい............ ・ー ・・・・・ー ー ー…・ 55 

議会が権力をもちすぎる・・‘………… h ・・・ ・・ 44 
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2.第 4共和制と第5共和制

第4と第5共和制と違いありや、ありとすればどちらが良いか。 1962年 9-10月

相違あり 相違
無答 計
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・
定

威

割

安

権

役

の

の

の

府

家

会

政

国

議
4 

34 

100 

100 

100 

15 

15 

F
b
n
h
v
n
U
 

9
臼

ワ
ω
A
-
τ

3.第 5共和制の構成要素に対する大量の支持

憲法を構成している次の諸要素の各々に対する賛否

賛成 反対

大統領の直接公選制…・・…・・ ・ー ー ー… 8唱

法律と選挙の正規性を監視する憲法院...・ 80 

人民投票の可能性・・・ ー .."........・H ・-…・・ ・ 76 12 

国民議会の政府不信任権・."..田・….......... … 59 24 

大統領の議会解散権ー一...........................…・ 57 26 

重大な危機に際しての大統領の緊急権・ー ー ・ー 49 37 

(1983年 9月)
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無答 言十

8 100 

15 100 

12 100 

17 100 

17 100 

14 100 



4.全体としての好意的評価

第5共和制の25年間の憲法制度の過程を総括して、どう評価しますか。

フランス党派支持

人全体 共産党
社会党 UDF 

資 料

RPR 

巧

t
F
h
d
n
o
-
0・

F
h
d
9
u
'
I
F
A
U
 

--

め

-

L

だ

良

く
り

全

・

な

は
か

た
は

ま

・

た

い

歩
A
F

弁
φ

い
く
一

良

良
に

り

常

ま

答

非

あ

無

40 

49 

11 

100 

61 

26 

13 

100 

65 

18 

17 

100 

(1983年9月)

5.次第に大量となった支持
大統領の直接公選について

調査年月 賛成 反対

1962年 9月ー ................…・ー 46 23 

1964年 5月・ ・ ーーーーー ー・ 74 10 

1965年11月・・ ーー ー ーー・・・ ・・ 78 

1969年 5月ー..............・ a・ 81 8 

1974年4月….............・H ・ 88

1978年8-9月.......................... ~ 8 

1980年12月...・H ・.....・H ・................. 81 10 

1983年9月・ーー ーーーーーー…・・ 86 

無答 計

31 100 

16 100 

16 100 

11 100 

8 100 

100 

100 

8 100 

6.次第に明瞭となった承認
人民投票に対して

調査年月 賛成

1962年 9月・ ーーー・ー 48

1969年3月・・.................... ・ 51

1972年3月・ ・・・ー… 67

1978年9月ーー ・・ H ・H ・.........…… 76 
1981年 2月ー ・ ・・ー町・ ・ 64 

1983年 9月ー ・・・ ・…・・… ・・・・・・・・ 76 

反対 無党 言十

28 24 100 

27 22 100 

19 14 100 

13 11 100 

28 8 100 

12 12 100 
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フランス第五共和制憲法の多角的・総合的検討について

7.政権との関係でト政党支持別による議会に対する態度の違い
現在より議会がもっと重要な役割lをもつことを望む

1967年 1月 Centre 
UD.Ve 41 d岳m.FGDS PC • 29 49 54 63 

1969年5月
31 

UDR RI CD PC PS.rad • L....J 

22 31 38 53 55 

1976年11月

Gauche 
UDR RI 46 CDS.rad SOC. PC 

--t9 29 35 66 74 

1983年9月
UDF 

PS 41 PC RPR 

35 46 52 

8.誰がフランスの政治の舵取りをしているか

議会 大統領 政府

ハυ
q
u
q
υ
9
-

4

2

3

4

 

0

0

F

b

9
ム

'i

q
u
d
n
Y
A
U
τ
q
u
 

3

1

9

1

 

1

1

1

 

白
川

H
n

・

1

}

.

 

1

1

・

一

月

一

月

刊

日

8

9

年

年

年

年

Q
U
G
U
O
M
u
q
o
 

n
b
7
7
8
 

9

9

9

9

 

1

1

1

1

 

無答

9 100 

15 100 

16 100 

16 100 

9.どの機関に期待をもつかについて政党支持別の遠い

どの国家機関がフランスの政治の大きな方向づけを決定すべきだと思うか。

議会 RI Gauche 
UDR"'CPDM 33 Mod. noncom. PC 

1969 11 
2日2123 39 46 53 

1983 PS PC26UDF RPR 

19 24 31 34 

大統領

PC mod. GNC 24 RI UDR CPDM 
1969 

8 12 17 30 35 37 

1983 PC ~~k1DF 
口ロR PS 

L三斗L...l.ーJ
22 26 28 32 

政府

1969 

UDR 
PCr"r CPDM GNC ~， ~':' Mod. RI 
11 1.36l ll 

3031 35 404243 
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1983 UDF RPR 35 PC PS 

(1969年10ー 11月、 1983年9月)
28 33 39 43 

10.大統領の5年任期制をめぐって

19ω年7月1973年6月1974年4月1981年2月1983年9月

7年・・・ーー・ーー…................. 42 16 20 29 35 

5年 ーーー ー・ ・ーーーー 21 58 66 65 60 

5年以下…・…H ・H ・....ー・ ーーーー ー・ 20 

無限定ー...・H ・... 17 26 14 

100 100 100 100 100 

11.政権交替前後

政党支持別
大統領の任期は

%↓ PC PS UDF RPR 

1981年2月

7年ーー 9 16 49 47 

5年 88 81 47 48 

1983年9月

7年 49 43 29 33 

5年・ 49 !i1 67 63 

12.多数代表選挙制への漸進的支持

望ましい選挙法 1967年3月 1978年10月 1983年9月

多数代表法ー .................................・ e ・・ 27 33 43 

比例代表制… ーー ・ ー… - …日 ・ー 39 39 44 

無意見……ー・・・・ーーー・….. ・・....… 34 

100 

13.政権交替がコンセンサスをつくりあげた時点を示す

1981年 2月、大統領がもっ権力は大きすぎる。

UDF RPR 
L一一一ーム
16 26 

39 • 

28 

100 

PS PC 
ムー」
56 58 

13 

100 

1983年9月、将来は、大統領は現在よりより少ない役害IJをもつべきだと望むか。

11 
RPR 
PS UDF PC 
Lー~
11 13 

資料
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ウ
ブ
ル

の
規
定
と
少
な
く
と
も
同
等
に
決
定
的
に
重
要
な
憲
法
院
判
例
に
よ
っ
て
ゆ
っ

く
り
と
漸
進
的
に
構
築
さ
れ
て
き
た

(
J
-
L
-
プ
ザ
ン
、

L
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
、

L
-
フ
ァ
ヴ
ォ
ル

l
)
。
憲
法
院
に
つ
い
て
憲
法
起
草
者
レ
ィ
モ
ン
・
ジ
ャ
ノ

(
目
白
可

E
C
E
』

2
2
)
は
、
言
っ
て
い
る
。
「
私
は
、
憲
法
院
の
進
化
を
予
測
し

て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
提
訴
権
が
制
限
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
前
文
の

審
査
ま
で
は
立
ち
入
ら
な
い
こ
と
を
憲
法
院
自
身
が
決
め
る
だ
ろ
う
、
と
考
え
、

フランス第五共和制憲法の多角的・総合的検討について

ド
ブ
レ
や
ド
ゴ

l
ル
に
憲
法
院
は
前
文
と
の
関
係
で
の
審
査
を
し
な
い
よ
う
に

ヒ
ア
ン
・
ン
ユ
!
ル

し
て
よ
い
で
す
か
と
聞
く
と
、
『
ウ
ィ
、
ウ
ィ
、
も
ち
ろ
ん
」
と
二
人
と
も
答

え
た
の
だ
が
、
憲
法
院
が
私
の
予
測
を
ま
ち
が
っ
た
も
の
に
し
た
の
だ
」
。
し

か
し
、
憲
法
六
一
条
ゃ
、

一
九
八
九
年
人
権
宣
言
、

一
九
四
六
年
憲
法
前
文
へ

の
言
及
な
く
し
て
、

一
九
七
一
年
の
七
月
一
六
日
の
「
結
社
の
自
由
」
の
憲
法

院
の
「
創
設
的
」
判
決
は
あ
り
え
な
か
っ
た
し
、
そ
れ
な
く
し
て
一
九
七
四
年

一
O
月
二
九
日
の
憲
法
改
正
も
あ
り
え
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

以
上
の
結
果
と
し
て
、
議
会
の
「
主
権
性
」
は
奪
わ
れ
そ
の
地
位
を
低
下
し
、

大
統
領
権
力
に
由
来
す
る
首
相
が
そ
の
意
思
を
議
会
に
押
し
つ
け
る
こ
と
に

な
っ
た
。
大
統
領
の
諸
特
権
を
そ
こ
な
う
よ
う
な
改
憲
案
は
な
い
し
、
憲
法
院

の
構
成
は
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
高
等
評
議
会
(
一
九
八
二
年
創
設
)
の
モ
デ
ル
と

な
り
、
フ
ラ
ン
ス
人
の
支
持
の
最
も
多
い
二
つ
の
要
素
と
な
っ
て
い
る
(
上
述
、

一
九
八
三
年
世
論
調
査
結
果
、
側
注
(
1
}
3
0
山
∞
%
、
叩
∞
%
)
。

2
0
第
五
共
和
制
の
(
憲
法
史
上
に
お
け
る
)
共
和
制
的
継
続
性
の
な
か
へ

の
組
込
み
。

第
五
共
和
制
憲
法
は
、
先
行
共
和
制
に
大
変
化
を
加
え
た
が
、
先
行
共
和
制

そ
こ

43)

の
「
社
会
的
哲
学
を
も
、
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
も
損
な
う
も
の
で
は
な
く
」

「
継
続
的
」
で
あ
る
こ
と
は
、
次
の
三
一
領
域
に
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
ず
、
政
令

と
法
律
と
の
関
係
に
お
い
て
、
法
律
の
伝
統
的
領
域
は
確
保
せ
ら
れ

レ
ク
ル
マ
ン
・
ォ
l
ト
ノ
i
ム

デ

リ

ヴ

エ

「
固
有
の
命
令
」
と
「
伝
来
的
命
令
」
と
の
区
別
は
実
際
上
意
味
を
失
い

「
法
的
革
命
」
と
い
わ
れ
た
も
の
は
生
じ
な
か
っ
た
。
つ
い
で
憲
法
院
に
よ
る

違
憲
審
査
制
は
、
議
会
権
力
に
憲
法
的
制
約
を
加
え
る
と
い
う
よ
り
は
、
先
行

第
三
、
第
四
共
和
制
の
立
法
上
認
め
ら
れ
た
基
本
原
則
を
第
五
共
和
制
実
定
憲

法
の
レ
ベ
ル
に
高
め
組
み
入
れ
る
役
割
を
果
し
た
。
さ
い
ご
に
、
元
老
院
は
国

民
議
会
の
「
反
対
権
力
」
と
い
う
よ
り
は
、
能
率
を
損
な
う
こ
と
な
く
規
整
の

役
割
を
お
こ
な
い
、
ま
た
国
民
議
会
は
そ
の
地
位
の
低
下
に
抗
し
て
、
議
院
グ

ル
ー
プ
の
自
主
的
活
動
に
よ
り
単
な
る
政
府
の
下
請
け
で
な
く
修
正
案
の
成
功

等
、
政
党
の
影
響
を
か
な
り
再
活
性
化
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
先
行
共
和
制

そ
し
て
フ
ラ
ン
ス
草
命
に
由
来
す
る
原
則
に
は
げ
ま
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

3
0
党
派
的
な
主
導
権
と
国
家
の
権
力
と
の
中
間
の
ア
ン
ピ
バ
レ
ン
ト
な
大

統
領
権
力
の
制
度
化
。

第
五
共
和
制
憲
法
は
一
つ
の
体
制
で
あ
る
が
、
一
九
六
二
年
以
来
政
党
制
に

お
い
て
両
極
化
が
進
み
、
未
だ
知
ら
れ
て
い
な
い
独
自
の
制
度
が
生
れ
た
が
、

デ
ユ
ヴ
エ
ル
ジ
ェ
は
「
半
大
統
領
」
制
に
分
類
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
議
会
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料

の
多
数
派
が
か
な
め
石
に
な
る
の
だ
が
、
支
配
さ
れ
た
多
数
で
あ
り
支
配
す
る

多
数
で
は
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
は
大
統
領
選
挙
や
人
民
投
票
の
多
数
か
ら
派
生

資

し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
逆
で
は
な
い
。
ま
た
、
大
統
領
制
を
選
挙
民
が
支
持

す
る
の
は
反
議
会
主
義
意
識
が
あ
り
、
政
党
政
治
の
濫
用
に
対
し
、
大
統
領
が

こ
れ
に
対
抗
し
て
解
散
権
を
行
使
す
る
な
ど
、
憲
法
制
度
上
の
装
置
も
重
要
で

あ
る
。
憲
法
院
も
権
力
の
一
環
を
担
い
ま
た
、
高
級
官
僚
も
そ
の
一
般
的
利
益

や
国
家
の
意
識
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
大
統
領
を
支
持
す
る
と
み
る
こ
と
も

で
き
よ
う
。
ピ
ユ
ル
ド
l
は
、
大
統
領
を
政
党
政
治
の
枠
を
こ
え
た
「
国
家
の

権
力
」
と
み
た
。
ド
ブ
レ
は
、
大
統
領
権
力
を
多
数
権
力
と
混
同
し
な
か
っ
た

が
多
数
派
の
論
理
を
重
視
し
た
の
に
対
し
、
ド
ゴ

l
ル
は
国
家
と
大
統
領
を
囲

ラ
サ
ン
プ
ル
マ
ン

む
フ
ラ
ン
ス
人
の
「
連
合
」
を
考
え
て
い
た
。
ル
、
不
・
ド
・
ル
シ
ャ
リ
ェ

I

ア
ン
パ
ル

ν
ヤ
リ
テ

ル
は
「
不
偏
不
党
性
」
を
説
い
て
い
る
が
、
第
五
共
和
制
の
ど
の
大
統
領
を
と
っ

て
み
て
も
、
こ
の
点
唆
味
さ
が
の
こ
り
、
ジ
ス
カ
ー
ル
・
デ
ス
タ
ン
は

ア
〆
ピ
パ
ラ
〆
ス

「
不
定
形
性
」
と
い
う
一
言
葉
を
用
い
た
(
一
九
七
七
年
一
月
一
七
日
記
者
会
見
)
。

こ
の
ア
ン
ピ
バ
ラ
ン
ス
は
、
大
統
領
が
彼
を
選
出
し
か
っ
彼
を
支
持
す
る
と

み
な
さ
れ
る
多
数
派
の
主
導
権
で
あ
る
こ
と
と
、
彼
が
行
使
す
べ
き
作
用
に
お

い
て
彼
に
帰
属
す
る
と
こ
ろ
の
国
家
の
権
力
と
の
聞
に
存
す
る
矛
盾
を
克
服
す

べ
き
だ
、
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
議
会
多
数
派
(
政
党
制
)

だ
け
で
説
明
で
き
ず
、
国
家
権
力
の
行
使
(
制
度
的
分
析
)
を
同
時
に
検
討
し

な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
な
お
、
デ
ュ
ヴ
エ
ル
ジ
エ
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
組
合
が

弱
体
で
分
裂
し
て
い
る
か
ら
、
ス
ェ
l
デ
ン
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
イ
ギ
リ
ス
、

西
独
、
ノ

l
ル
ウ
ェ

l
に
お
け
る
社
民
政
権
党
の
よ
う
に
、
人
民
と
の
連
結
の

諸
手
段
を
も
っ
て
い
な
い
フ
ラ
ン
ス
社
会
党
は
、
政
権
を
と
っ
た
が
「
多
数
派
」

プ

ラ

ン

・

ア

〆

プ

ロ

ワ

を
十
分
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
は
、
適
切
だ
ろ

、
「
ノ
。

憲
法
の
特
徴
|
|
貸
借
対
照
表
に
対
す
る
考
察
|
|
」
(
八
七
五
九
O
九
頁
)
。

プ
ラ
チ
ク

執
行
、
立
法
、
司
法
機
能
に
区
別
し
、
「
憲
法
の
実
行
」
が
第
五
共
和
制
に
と
っ

て
重
要
で
そ
れ
が
ど
ん
な
特
徴
を
定
着
さ
せ
て
き
た
か
を
、
整
理
・
分
析
し
、

デ
ィ
デ
ィ
エ
・
マ
ウ
ス
吉
岡
舎
の
『
玄

E
印
)
「
そ
の
実
行
か
ら
判
断
さ
れ
た

省
察
を
加
え
る
。

1
0
大
統
領
制
的
政
府
言
。
。
ロ
〈

m
E
2
2
J芯
E
巳

0
5
Z
)

大
統
領
の
優
越
性
の
基
礎
と
し
て
の
、
憲
法
第
五
条
。
起
草
者
で
あ
る
M
・

ド
ブ
レ
や
ド
・
ゴ

l
ル
は
、
大
統
領
が
政
府
に
補
佐
さ
れ
て
内
外
政
治
の
一
般

的
方
向
づ
け
を
す
る
こ
と
を
考
え
て
お
り
、

P
・
メ
ス
メ
ル
も
「
大
統
領
が
国

家
(
民
)
的
政
策
の
大
き
な
方
向
を
決
定
し
、
そ
の
よ
き
実
行
を
監
督
す
る
」

パ
ル
タ

ν
エ

と
言
っ
た
(
一
九
七
四
年
)
。
た
だ
し
憲
法
二

O
条
一
項
の
政
府
の
権
能
と
競
合

し
て
い
る
。
第
五
条
の
権
能
に
基
づ
い
て
、
大
統
領
は
、
圏
内
的
・
国
際
的
事

項
に
つ
き
大
幅
に
そ
の
機
能
を
拡
大
す
る
実
行
を
示
し
た
。

大
統
領
と
首
相
と
の
間
の
権
限
の
正
確
な
配
分
は
、
第
五
共
和
制
の
分
析
上

「
基
本
的
な
困
難
の
一
つ
」
を
構
成
し
て
い
る
。
シ
ャ
バ
ン
・
デ
ル
マ
ス
が
「
留
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保
領
域
」
論
を
提
起
し
た
が
、
ド
ゴ

l
ル
は
こ
れ
を
拒
否
し
て
以
来
、
多
く
の

見
解
が
あ
る
。
ま
ず
、
大
統
領
は
、
国
(
民
)
の
政
治
を
決
定
す
る
の
だ
が
、

レ

サ

ノ

ン

エ

ル

ル

・

ベ

ル

マ

ナ

ン

レ

コ

ソ

J

タ
〆
ン
ヤ
ン
ス

ド
ゴ

1
ル
は
、
「
本
質
的
で
恒
久
的
な
も
の
」
と
「
偶
発
的
な
も
の
」
を
区
別
し
、

前
者
を
大
統
領
の
権
能
と
み
た
。
大
統
領
権
と
し
て
、

一
つ
は
、
国
家
に
か
か

わ
る
事
項
、
て
一
つ
は
、
対
外
政
策
の
全
責
任
(
外
交
、
経
済
、
軍
事
)
。
三
つ
は
、

文
明
に
か
か
わ
り
、
美
学
や
生
活
の
モ
l
ド
に
影
響
を
与
え
る
事
柄
を
引
受
け

て
き
た
(
マ
ル
ロ
1

、
ポ
ン
ピ
ド
ゥ
・
セ
ン
タ
ー
、
ジ
ス
カ
ー
ル
の
古
典
や
遺

フランス第五共和制憲法の多角的・総合的検討について

産
と
の
バ
ラ
ン
ス
、
ミ
ヅ
テ
ラ
ン
の
農
村
讃
美
、
そ
の
都
会
へ
の
導
入
に
よ
る

生
活
の
改
善
、
文
芸
尊
重
の
伝
統
復
興
の
文
化
施
設
の
拡
充
等
)

0

つ
い
で
、

大
統
領
は
政
治
の
指
導
を
政
府
と
の
問
で
「
か
な
り
巧
み
」
に
配
分
し
て
い
る
。

政
府
と
り
わ
け
首
相
の
活
動
は
無
視
し
う
る
も
の
で
は
な
い
。
と
く
に
経
済
、

社
会
政
策
の
領
域
は
政
府
が
主
と
し
て
扱
う
。
シ
ャ
パ
ン
・
デ
ル
マ
ス
は
限
界

を
逸
脱
し
て
「
新
社
会
論
」
を
出
し
た
た
め
や
め
さ
さ
れ
た
が
、
ジ
ス
カ
ー
ル

は
シ
ラ
ク
を
戦
略
的
見
解
の
相
遠
か
ら
や
め
さ
せ
、
パ
ー
ル
を
信
頼
し
た
が
、

首
相
に
責
任
が
移
り
す
ぎ
る
こ
と
を
警
戒
し
た
。
ミ
y

テ
ラ
ン
も
モ
l
ロ
ワ
に

多
く
を
任
せ
、
大
き
な
方
向
づ
け
に
必
要
な
場
合
ゃ
、
大
統
領
選
の
公
約
や
社

共
関
係
の
裁
決
に
つ
い
て
、
「
介
入
」
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
、
強
化
さ
れ

た
執
行
権
の
大
統
領
と
首
相
の
「
二
頭
制
」
は
「
効
果
的
か
つ
有
益
」
な
働
ら

き
を
み
せ
、
状
況
に
応
じ
柔
軟
性
を
発
揮
し
う
る
も
の
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。

2
。
支
配
さ
れ
た
議
会

(5目
M
E
S
S斤
呂
田
宮
三
%
)

M
-
ド
ブ
レ
は
、
議
会
の
地
位
を
も
は
や
政
治
生
活
の
中
心
で
は
な
く
、
ま

た
議
会
が
恒
常
的
に
政
府
の
行
動
を
阻
害
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
と
い

う
改
憲
構
想
を
も
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
完
全
に
成
功
し
た
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
し
か
し
、
A
・
シ
ャ
ン
デ
ル
ナ
ゴ
ル
が
、
一
九
六
七
年
に
書
い
た
よ
う
に
、

「
議
会
は
何
の
た
め
あ
る
の
か
?
」
と
自
問
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
ま
た
、

八
一
年
七
月
二
日
新
国
民
議
会
議
長

L
・
メ
ル
マ

y

ツ
が
「
今
日
議
会
は
そ
の

権
利
と
尊
厳
と
を
回
復
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た

現
実
が
あ
る
。

「
支
配
さ
れ
た
議
会
」
を
法
律
的
な
見
地
か
ら
確
認
さ
せ
る
も
の
は
、
立
法

手
続
、
政
府
の
武
器
(
四

O
条
の
財
務
事
項
不
受
理
、
四
八
条
の
議
事
日
程
政

一
括
投
票
制
は
ゴ
1

リ
ス
ム
優
勢
期
に
用
い
ら
れ
其
後
減
退
)
、
立

法
成
立
過
程
(
四
五
条
)
、
政
治
的
統
制
手
続
(
一
度
し
か
不
信
任
決
議
成
立

仔
カ
な
し

府
優
先
、

一
九
六
二
年
)
、
四
九
条
(
各
項
ご
と
に
検
討
を
要
す
る
。
三
項

の
使
用
は
控
え
目
、
一
一
年
に
一
度
の
割
。
こ
の
手
続
の
犠
牲
と
な
る
の
は
、
政

府
と
の
取
引
き
の
可
能
性
を
奪
わ
れ
る
多
数
派
の
代
議
士
)
、
他
の
統
制
の
諸

手
続
と
し
て
、
書
面
質
問
(
一
年
間
に
一
一
万
以
上
)
、
政
府
に
対
す
る
質
問
(
水

曜
午
後
、
活
用
さ
る
)
等
。
政
治
的
な
見
地
か
ら
確
証
し
う
る
も
の
と
し
て
、

二
院
制
は
一
九
五
九
ー
一
九
六
八
年
に
は
「
敵
対
者
」
の
元
老
院
(
社
会
主
義

的
反
対
派
と
い
う
よ
り
「
共
和
的
伝
統
」
を
体
現
)
、

一
九
六
八
年
ポ
ェ
l
ル

が
議
長
に
な
っ
て
以
降
事
態
は
改
善
、
一
九
六
九
年
の
憲
法
改
正
に
強
く
反
対
、 九
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料

フ
ラ
ン
ス
国
民
は
第
二
院
に
対
す
る
信
頼
を
表
明
、
ジ
ス
カ
ー
ル
は
元
老
院
に

讃
辞
を
呈
し
、
一
九
八
一
年
の
変
化
以
降
緊
張
関
係
は
あ
る
が
、
正
常
な
両
院

資

関
係
と
い
え
る
。
両
院
に
基
本
的
合
意
あ
る
場
合
に
は
、
第
二
院
は
し
ば
し
ば

有
益
な
技
術
的
役
割
を
果
し
、
反
対
の
場
合
に
は
政
府
と
第
一
院
が
困
難
な
く

乗
り
切
っ
て
い
る
。
ま
た
、
制
定
者
が
予
想
し
て
い
な
か
っ
た
多
数
派
現
象
が

一
九
六
二
年
秋
以
降
は
じ
ま
り
、
「
第
五
共
和
制
の
絶
対
的
始
ま
り
」
と
い
わ

れ
る
。
こ
の
多
数
派
現
象
の
特
徴
と
し
て
は
、
選
挙
前
か
ら
政
治
的
同
盟
が
で

き
、
左
右
と
も
統
一
の
意
志
が
強
く
な
り
、
中
道
派
が
消
滅
、
政
党
の
代
議
士

へ
の
規
律
の
強
化
、
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
多
数
派
現
象
の
結
果
と
し
て
は
、

リ
ジ
デ
イ
フ
イ
l

政
府
が
安
定
し
、
議
会
に
お
け
る
行
動
が
硬
直
化
し
、
政
党
の
役
割
を
強
化

し
た
。
議
会
の
作
用
と
は
根
本
的
に
唆
味
で
、
議
会
が
活
動
的
に
す
ぎ
る
と

ア

ン

ピ

ユ

イ

サ

ン

ス

あ

会

ら

無
力
化
が
は
じ
ま
り
、
逆
に
、
控
え
目
で
諦
め
が
ち
に
な
れ
ば
、

コ

テ

イ

ヨ

「
陸
軍
下
請
商
人
」
と
さ
げ
す
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
一
九
五
九
年
以
後
の
議

会
の
実
際
は
、
伝
統
的
慣
行
の
反
対
極
に
位
置
す
る
。

3
0
憲
法
と
そ
の
裁
判
官
。

一
九
五
八
年
憲
法
創
設
当
時
は
ほ
と
ん
ど
気
付
か
れ
な
か
っ
た
く
ら
い
だ

が
、
一
九
七
一
年
七
月
一
六
日
判
決
以
降
、
心
理
的
に
基
本
的
な
転
換
が
も
た

ら
さ
れ
、
議
会
の
権
力
を
制
限
す
る
執
行
権
の
付
属
物
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て

い
た
の
が
、
爾
来
「
自
由
の
保
護
者
」
と
な
り
、
憲
法
院
は
、
そ
の
判
例
ぬ
き

に
実
定
憲
法
を
語
れ
な
く
な
っ
た
。
憲
法
院
が
慎
重
で
あ
る
と
と
も
に
大
胆
で

あ
る
こ
と
を
実
績
に
そ
く
し
て
整
理
す
る
と
。

接
木
に
成
功
し
て
、
多
様
な
使
命
を
果
す
。
ま
ず
、
議
員
選
挙
ご
九
五
九

年
に
元
老
院
選
一
つ
が
取
消
、
平
均
七
六
議
席
が
無
効
請
求
、
二
九
判
決
言
渡

:
:
:
)
、
人
民
投
票
、
大
統
領
選
挙
、
つ
い
で
緊
急
事
態
権
発
動
に
際
し
て
の

諮
問
、
つ
い
で
、
議
会
と
の
関
係
と
く
に
議
院
規
別
の
憲
法
適
合
性
審
査
、
さ

ら
に
組
織
法
お
よ
ぴ
条
約
と
の
関
係
、
さ
い
ご
に
通
常
法
律
の
審
査
が
あ
る
。

一
九
七
四
年
申
請
権
者
を
議
員
に
拡
大
し
た
結
果
、
そ
れ
以
前
に
九
判
決
だ
っ

た
も
の
が
、
八
四
に
急
増
し
た
二
九
八
四
年
二
一
月
迄
)
。
立
法
過
程
は
憲
法
院

の
介
入
を
予
想
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。

憲
法
院
の
大
胆
さ
と
慎
重
さ
を
み
よ
う
。
ま
ず
、
大
胆
さ
は
、
「
憲
法
的
拘

束
規
範
群
」

(
F
Z
円
号

8
5
5
5
5
E包
忘
す
な
わ
ち
「
憲
法
的
法
規
に
発
す

る
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
立
法
者
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
(
憲
法
的
)
拘
束
規

範
の
総
体
」
)
に
み
ら
れ
る
。
一
七
八
九
年
人
権
宣
言
、
一
九
四
六
年
憲
法
前
文
、

「
共
和
国
の
法
律
に
よ
り
認
め
ら
れ
た
基
本
原
則
」

一
九
五
八
年
憲
法
が
含

む
実
体
的
ル
l
ル
等
を
大
胆
に
解
釈
適
用
、
憲
法
院
の
「
最
も
独
創
的
貢
献
」

と
い
わ
れ
る
。
法
律
と
命
令
の
区
別
を
緩
和
、
法
律
の
領
域
は
憲
法
に
よ
り
制

限
さ
れ
た
が
、
法
律
で
命
令
事
項
(
本
来
理
論
的
に
)
を
侵
触
し
う
る
と
い
う
、

当
初
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
変
化
が
み
ら
れ
る
。
つ
い
で
慎
重
さ
は
、
憲
法
院
が

エ
y
サ
ン
ン
エ
ル

政
府
お
よ
び
議
会
(
が
連
結
し
て
)
に
よ
り
基
本
的
と
判
断
さ
れ
た
法
律
を

絶
対
的
か
つ
最
終
的
な
仕
方
で
否
認
す
る
こ
と
は
決
し
て
や
っ
て
い
な
い
と
こ
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ろ
に
み
ら
れ
る
。
一
九
八
二
年
の
固
有
化
違
憲
判
決
(
原
則
合
憲
、
補
償
の
態

様
違
憲
)
が
例
で
あ
る
。
一
九
七
五
年
一
月
一
五
日
判
決
に
い
う
よ
う
に
「
(
違

憲
)
審
査
の
一
般
的
権
能
も
議
会
の
議
決
と
同
様
の
判
決
」
の
権
限
を
含
ま
ぬ

と
し
、
「
裁
判
官
政
治
」
を
避
け
て
い
る
。
世
論
も
八
O
%
が
憲
法
院
を
支
持

し
て
い
る

(ω
の
注
(
1
)
3
参
照
)
。

フランス第五共和市Ij憲法の多角的・総合的検討について

政
治
的
効
率
性
と
基
本
的
自
由
の
保
障
が
憲
法
制
度
評
価
の
目
じ
る
し
だ
と

す
れ
ば
、
第
五
共
和
制
の
二
五
年
間
は
、
効
率
の
モ
デ
ル
で
あ
り
、
「
法
治
国
家
」

(
戸
、
回
包
含
号
。
=
)
を
強
化
し
た
、
と
い
え
よ
う
。

(17) 

ギ
ー
ィ
・
カ
ル
カ
ソ
ン
ヌ
(
の
ロ
ミ

(
U
R
g
g
Eめ
)
「
国
民
議
会
に
よ
る
そ
の

役
割
の
低
下
に
対
す
る
抵
抗
」
(
九
一

O
l
九
一
一
一
頁
)
。

ル
ヌ
1
ヴ
ォ
l

議
会
は
革
新
さ
れ
、
多
数
派
に
よ
り
執
行
権
を
支
持
し
て
い
る
と
い
わ
れ

ゴ
デ
イ
ヨ

る
が
、
そ
の
地
位
の
低
下
は
争
そ
え
ず
、
「
下
請
け
」
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
と
叛
乱

の
予
兆
の
聞
に
位
置
し
て
い
る
。
し
か
し
、
「
第
三
一
の
道
」
を
模
索
し
、
あ
ら

ゆ
る
間
隙
を
ぬ
っ
て
議
会
の
低
下
に
抗
抵
す
る
努
力
が
な
さ
れ
て
も
い
る
。

そ
れ
は
、
情
報
の
収
集
と
統
制
に
つ
い
て
の
改
善
、
決
定
に
対
す
る
影
響
の

行
使
に
つ
い
て
み
ら
れ
る
。

一
例
と
し
て
、
政
府
提
出
法
案
に
対
す
る
修
正
件

数
は
一
年
に
八
千
か
ら
九
千
に
の
ぼ
る
。
一
九
人
二
年
に
は
、
九
八
O
四
件
が

提
案
さ
れ
、
う
ち
四
二
七
三
件
(
四
=
了
六
%
)
が
採
択
さ
れ
て
い
る
(
小
稿

で
は
略
)
。

)
 
8
 
1
 
1
 
ジ
ャ
ン
l

ル
イ
・
プ
ザ
ン

C
Eロ
I
F
2
5
3
N
E
H
)
「
法
律
と
命
令

l
l新

し
い
均
衡
の
建
設
|
|
」
(
九
二
了
九
五
回
頁
)
。

一
九
五
八
年
憲
法
三
四
条
三
一
七
条
は
、
法
律
と
命
令
の
関
係
を
後
者
を
原
則

と
し
て
前
者
を
制
限
的
に
列
挙
す
る
「
法
律
革
命
」
と
い
わ
れ
る
変
革
を
も
た

ら
し
た
、
と
当
初
解
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
新
し
い
均
衡
関
係
は
実
際
上
、

法
律
制
定
自
体
に
よ
っ
て
法
律
領
域
を
狭
め
る
こ
と
は
な
く
、
命
令
は
い
か
な

る
形
態
に
お
い
て
も
法
律
に
従
属
し
た
行
為
と
し
て
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
し
か

し
、
法
律
は
統
制
さ
れ
た
も
の
と
な
り
、
命
令
権
に
留
保
さ
れ
た
権
限
や
法
律
・

命
令
混
合
行
為
が
多
く
な
り
、
新
し
い
自
律
的
命
令
権
が
あ
ら
わ
れ
た
。
そ
の

よ
う
な
新
し
い
均
衡
を
つ
く
っ
た
職
人
達
と
し
て
は
、
政
府
、
議
会
、
憲
法
院
、

国
務
院
が
夫
々
作
業
に
関
与
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
実
績
の
積
み
上
げ
に
よ

り
、
憲
法
三
四
、
二
一
、
三
七
、
三
八
条
等
は
、
そ
の
内
容
を
正
確
に
理
解
し
、

ま
た
補
充
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
(
詳
細
は
略
)

州

(
r
s
p
g聞
か
)
「
元
老
院
の
規
範
的
効
率
性

会、え
E
n
巴
芯
ロ
O

『
呂
町
民
=
。
)
」
(
九
五
五
九
八
六
頁
)
O

ジ
ャ
ン
・
グ
ラ
ン
ジ
ェ

元
老
院
は
第
二
院
と
し
て
国
民
議
会
の
優
越
し
た
地
位
と
権
力
に
か
つ
こ
と

は
で
き
な
い
が
、
立
法
活
動
に
重
要
な
寄
与
を
し
て
き
た
。
時
期
に
よ
っ
て
相

違
が
あ
り
、
ド
ゴ

l
ル
の
時
代
(
一
九
六
ム
一
一
一
九
六
八
)
に
は
元
老
院
は
「
非

協
力
」
の
態
度
を
と
っ
た
が
両
院
協
議
会
を
活
用
し
、
ポ
ン
ピ
ド
ゥ
時
代
に
は

正
常
化
し
、
ジ
ス
カ
ー
ル
時
代
は
元
老
院
が
政
府
を
支
持
し
て
ほ
と
ん
ど
の
政

府
法
案
に
賛
成
(
否
決
は
成
立
法
案
の
0
・
八
%
の
み
)
、
一
九
五
一
年
の
社
会
主
義

北法36(5-6・323)1811 



料

政
権
に
転
換
後
は
元
老
院
が
「
根
本
的
に
政
治
的
反
対
」
の
立
場
に
ま
わ
り
、

一
九
八
一
年
か
ら
八
三
年
の
二
年
半
の
聞
に
両
院
関
の
合
意
成
立
不
可
能
な
も

の
が
六
八
回
に
及
び
、
そ
れ
以
前
の
二
二
年
間
の
六

O
回
を
超
え
た
。

資

元
老
院
の
立
法
的
寄
与
は
、
法
律
家
や
中
小
の
地
方
都
市
の
名
士
が
議
員
に

多
く
、
地
方
公
共
団
体
の
組
織
を
代
表
す
る
議
院
と
し
て
、
法
律
的
性
格
の
強

い
事
項
や
地
方
自
治
に
関
す
る
法
律
に
多
い
。
両
院
の
対
話
に
つ
い
て
は
、
元

老
院
が
政
治
情
勢
に
あ
わ
せ
て
適
応
す
る
必
要
性
ゃ
、
両
院
関
係
の

そ

l
ヴ
エ
・
シ
ユ
マ
ン

悪
し
き
実
例
、
議
会
で
の
討
議
に
政
府
が
介
入
す
る
害
悪
に
つ
い
て
、
説
明
さ

れ
る
。元

老
院
の
効
率
性
を
高
め
る
手
段
と
し
て
は
、
政
府
の
協
力
と
憲
法
院
へ
の

提
訴
、
時
の
経
過
す
る
の
を
待
ち
待
た
し
め
る
、
穏
健
と
妥
協
の
精
神
を
も
つ

こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
多
数
派
現
象
が
定
着
し
た
現
実
に
お
い
て
、

元
老
院
は
如
何
な
る
役
割
を
果
し
う
る
か
。
最
近
の
一

0
年
間
に
、
元
老
院
は
、

多
数
派
に
対
し
て
全
く
相
反
す
る
二
つ
の
状
況
を
経
験
し
た
。
一
九
八
一
年
以

前
に
は
、
大
統
領
の
多
数
派
の
意
向
に
忠
実
に
従
っ
た
が
、
以
後
は
そ
れ
に
真

向
か
ら
対
決
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
多
数
派
対
反
対
派
の
両
極

ア

ス

プ

リ

ス

マ

〆

メ

デ

ィ

ア

ν
オ
ン

化
の
シ
ス
テ
ム
の
な
か
で
、
元
老
院
は
「
緩
和
」
な
い
し
「
調
停
」
の

「
要
素
」
と
な
る
特
権
が
あ
り
、
取
引
き
と
妥
協
に
よ
る
解
決
に
導
く
こ
と
を

可
能
な
ら
し
め
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
「
多
数
派
シ
ス
テ
ム
の
な
か

で
特
殊
な
規
整
の
役
割
を
果
す
」
た
め
に
こ
そ
、
元
老
院
は
最
も
効
果
的
な

地
位
と
適
合
的
な
条
件
を
見
出
し
う
る
で
あ
ろ
う
(
な
お
、

一
九
八
四
年
の
憲

法
改
正
案
反
対
、
と
く
に
私
立
学
校
法
等
の
元
老
院
審
議
延
期
に
よ
り
廃
案
に

し
た
実
質
的
「
拒
否
権
」
(
憲
法
は
予
期
し
て
い
な
い
)
発
動
に
対
し
、
直
接

的
に
は
成
功
だ
っ
た
に
し
て
も
、
長
期
的
に
は
、
元
老
院
本
来
の
「
規
則
的
、

安
定
化
的
」
機
能
と
両
立
し
難
い
と
、
こ
の
筆
者
は
批
判
的
で
あ
る
)
。

(2同

ロ
イ
ッ
ク
・
フ
ィ
リ
ッ
プ

(
F
O
H円

E
E司
)
「
憲
法
院
の
提
訴
権
に
つ
い

て
の
貸
借
対
照
表
と
諸
効
果
」
(
九
八
八
l

一
O
O
一頁)。

大
統
領
の
直
接
選
挙
制
に
匹
敵
す
る
大
改
革
は

一
九
七
四
年
の
憲
法
院
提

訴
権
者
の
議
員
へ
の
拡
大
だ
っ
た
が
、
後
者
の
重
要
性
は
殆
ん
ど
気
付
か
れ
な

、.コ
-
-
0

・
カ
て
千
人

こ
の
改
正
の
起
源
は
、
三
代
目
の
憲
法
院
長
R
・
フ
レ
イ
も
関
係
し
た
が
、

ジ
ス
カ
ー
ル
・
デ
ス
タ
ン
だ
っ
た
。
こ
の
改
正
が
実
現
し
た
と
き
、
シ
ャ
ン
デ

ル
ナ
ゴ
ル
も
デ
ュ
ヴ
エ
ル
ジ
ェ
も
、
そ
の
重
要
性
へ
の
先
見
性
を
殆
ど
も
た
な

、
品
〉
-
-
コ

カ
て
た
と
こ
ろ
が
、
改
正
前
の
一
五
年
間
に
九
件
し
か
な
か
っ
た
提
訴
が
、
改
正
後

の
約
一

0
年
間
に
八

O
件
と
な
る
。
そ
し
て
大
多
数
は
議
員
の
申
請
に
よ
る
。

一
九
八
一
年
ま
で
の
申
請
の
主
役
は
社
会
党
員
で
あ
っ
た
が
、
四
七

改
正
後
、

件
の
判
決
中
、

一
一
一
の
違
憲
判
決
を
出
し
た
。

一
九
八
一
年
か
ら
八
三
年
に
か

け
て
は
、
三
三
の
判
決
中
一
五
の
違
憲
判
決
が
あ
っ
た
(
た
だ
し
基
本
的
原
則

は
承
認
、
二
次
的
技
術
的
事
項
に
と
ど
ま
る
)
。
そ
し
て
、
奇
妙
な
こ
と
に
は
、

北法36(5-6・324)1812 



フランス第五共和制憲法の多角的・総合的検討について

憲法院が憲法61条2項の枠内で

出した判決<1960年から1984年まで〉
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0

0
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一

提訴数

提訴者

元老院議長

首相 。

衆議員議長

国会議員

・反対派

・多数派・

・国民議会議員

・元老院議員

提訴の結果

出された判決数

全面取消

・最終的

・暫定的

部分的取消

・最終的ー

・暫定的

留保付適憲

適憲なりず

適憲

無権限

ィ、受理…

一
九
八
一
年
以
前
に
は
、
社
会
党
員
が
自
由
主
義
者
達
に
対
し
て
自
由
の
侵
害

を
非
難
し
、
以
後
は
自
由
主
義
者
達
が
社
会
党
員
に
対
し
て
、
平
等
主
義
違
反

を
訴
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

一
九
七
四
年
改
革
の
効
果
は
重
大
だ
っ
た
。
第
一
に
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て

は
じ
め
て
、
法
律
の
憲
法
適
合
性
の
実
効
的
・
裁
判
的
統
制
が
樹
立
さ
れ
た
こ

と
(
抽
象
的
違
憲
審
査
の
提
訴
権
者
に
議
員
六

O
名
も
認
め
ら
れ
、
事
前
予
防

が
可
能
で
、
広
範
囲
に
わ
た
り
、
迅
速
に
審
査
さ
れ
、
違
憲
条
項
は
削
除
さ
れ
、

適
用
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
)
。
実
際
上
、
違
憲
法
律
に
対
す
る
議
院
的

統
制
に
大
き
な
位
置
を
与
え
て
い
る
特
徴
が
あ
る
。
第
二
に
、
市
民
の
基
本
的

人
権
の
侵
害
に
対
す
る
効
果
的
保
護
を
導
入
し
た
こ
と
。
議
会
が
立
法
に
よ
り

人
権
を
保
護
す
る
と
い
う
神
話
は
、
議
会
の
多
数
派
が
政
府
を
支
持
す
る
だ
け

で
、
市
民
の
人
権
を
無
視
し
う
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
破
れ
た
。
ま
た
、
議
会

の
少
数
反
対
派
に
多
数
派
が
権
力
を
濫
用
し
な
い
保
障
を
与
え
た
と
い
え
る
。

る市

第百
に会
は m

法保
f章護
的者
効と

票与
重憲
要法
で院
あを
J.，大

室芝
法拡

院 τ
はと
そよム。/
の)
判-r.

津夫
℃持
。、し
てコ
て
てい

す
べ
て
の
領
域
の
法
律
の
う
ち
で
そ
の
基
礎
と
な
る
憲
法
的
価
値
あ
る
原
則
を

明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
よ
う
な
法
の
憲
法
化
は
、
多
く
の
専
門
領
域
の
法
律
を

バ
ラ
バ
ラ
の
分
散
で
は
な
く
憲
法
的
に
多
様
性
を
統
合
す
る
と
い
う
意
味
で
、

き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。

現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、
憲
法
院
改
革
の
効
果
は
き
わ
め
て
積
極
的
で
あ
る
。

大
統
領
的
多
数
派
と
議
会
的
多
数
派
の
衝
突
に
か
か
わ
る
判
決
は
未
だ
出
て
い

な
い
。
残
さ
れ
て
い
る
最
大
の
問
題
は
「
憲
法
的
拘
束
規
範
群
」
が
何
で
あ
る

か
を
明
確
に
す
る
作
業
で
あ
る
。
も
し
、
重
大
な
権
力
の
衝
突
に
あ
た
り
、
宜
思

北法36(5-6・325)1813 



キヰ

法
院
が
出
す
ぎ
た
大
胆
さ
を
示
す
よ
う
だ
っ
た
ら
、
そ
の
回
避
の
た
め
に
は
、

大
統
領
が
憲
法
一
一
条
を
使
っ
て
、
立
法
的
人
民
投
票
で
解
決
す
る
こ
と
が
望

資

ま
し
い
。
人
民
以
外
の
如
何
な
る
権
威
と
い
え
ど
も
「
最
後
の
言
葉
を
最
終
的

に
決
め
る
」
こ
と
は
よ
く
な
い
こ
と
だ
。

何“、

ル
イ
・
フ
ァ
ヴ
ォ
ル

l
P
2
2
3
5
2
Z
)
「
憲
法
院
と
政
権
交
代
」
(
一

0
0
二
|
一

O
三
九
頁
)

多
数
派
の
保
革
の
完
全
な
逆
転
に
あ
た
っ
て
憲
法
院
は
ど
ん
な
役
割
を
果
し

た
か
。
一
九
六
一
年
五
・
六
月
か
ら
一
九
八
四
年
十
一
月
ま
で
の
聞
に
、
五
二

件
が
係
属
し
(
う
ち
五

O
は
反
対
派
議
員
の
申
請
、
二
は
上
院
議
長
)
、
三
六

の
判
決
が
あ
り
(
年
一
四
平
均
)
一
五
の
違
憲
判
決
が
あ
っ
た
。

キ、
(憲
EI去
語院
)は

なー
い弓
し m
障託
碍割
与を
公示
り L
た

政 O

T方
議で
会は

多政
数格
派交
の代
邪に
魔対
とし
なブ、
つレ、
fこ|、

こ
と
は
争
え
な
い
。
た
め
に
憲
法
院
の
構
成
や
そ
の
権
限
を
問
題
に
す
る
議
論

が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
政
府
や
多
数
派
は
反
対
派
の
提
訴
に
よ
る
憲
法
院
判
決

オ
ト
・
リ
E
タ
，
オ
ン

の
こ
と
を
考
え
て
「
自
己
抑
制
」
の
傾
向
を
み
せ
た
。
し
か
し
、
憲
法
院
は

一
九
八
一
年
六
月
以
降
政
府
に
よ
り
開
始
さ
れ
た
諸
改
革
を
阻
止
し
た
と
い
う

こ
と
は
如
何
な
る
場
合
に
も
な
い
。

他
の
一
つ
は
、
政
権
交
代
の
保
証
者
(
明
白
『
白
口
門
)
な
い
し
一
種
の
フ
ィ
ル
タ
ー

セ
ル
テ
イ
フ
イ
カ
・
ド
l
タ
ン
テ
イ
ン
テ

と
な
っ
て
正
当
性
の
証
明
書
を
与
え
た
。
洪
水
の
よ
う
な
変
革
の
立
法
に
対

レ

ギ

ュ

ラ

ン

オ

ン

ヱ

1
ギ

ヨ

ル

し
枠
づ
け
を
し
、
正
規
の
転
換
を
可
能
な
ら
し
め
た
。
一
種
の
「
転
轍
装
置
」

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

憲
法
院
の
将
来
に
つ
い
て
は
、
政
権
交
代
の
難
関
を
乗
り
切
っ
た
だ
け
で
な

く
、
妥
当
な
判
決
に
よ
り
む
し
ろ
そ
の
地
位
を
強
化
し
、
そ
の
判
決
は
公
権
力

に
よ
り
厳
格
に
適
用
遵
守
さ
れ
て
い
る
。

一
九
八
一
年
以
降
の
多
数
派
は
立
法

に
よ
る
大
改
革
に
つ
い
て
、
上
と
下
か
ら
、
す
な
わ
ち
、
憲
法
院
と
国
務
院
の

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
、
お
よ
び
議
院
の
反
対
派
が
高
次
の
憲
法
的
規
範
の
尊
重
を
要

求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
制
限
を
蒙
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
憲
法
院
は
よ
く
そ

の
判
例
を
議
会
に
遵
守
せ
し
め
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
今
後
の
判
例
の
進
化
に

問
題
が
か
か
っ
て
い
る
が
、
政
権
交
代
後
ミ
ッ
テ
ラ
ン
が
任
命
し
た
憲
法
院
長

ダ
ニ
エ
ル
・
メ
イ
エ
ル

S
E
E
P向ミ
q
人
権
国
際
連
盟
元
会
長
)
そ
の
他

良
い
法
律
家
が
任
命
さ
れ
、
従
来
の
判
例
の
基
本
線
を
継
承
し
て
い
る
。
西
ヨ

1

ロ
ソ
パ
諸
国
に
こ
こ
三

O
年
来
採
用
さ
れ
て
き
た
、
憲
法
裁
判
と
違
憲
法
律
審

査
制
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
も
「
市
民
権
」
を
え
た
。
政
治
・
憲
法
体
制
の
重
要
な

一
要
素
と
し
て
、
憲
法
裁
判
を
考
え
る
時
が
き
て
い
る
。
(
な
お
、
一
O
二
五
1

一

O
二
九
頁
に
は
、
憲
法
院
判
決
三
六
の
表
が
あ
る
)

O

、伍
(
l
)

深
瀬
「
フ
ラ
ン
ス
第
五
共
和
制
憲
法
の
成
立
と
そ
の
基
本
構
造
」
ジ
ユ

リ
ス
ト
、
一
九
四
号
一
九
六

0
・
一
・
一
五
、
三
九
頁
、
で
ピ
ュ
ル
ド
ー

を
引
用
、
こ
の
点
わ
が
国
の
旧
新
憲
法
の
変
革
の
意
味
と
の
相
違
を
強
調
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し
た
。

(
2
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邑
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問
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(
3
)

の
・
〈
色
。
一
の
言
葉
。
深
瀬
「
第
五
共
和
制
の
成
立
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
九

四
号
、
四
四
頁
。
深
瀬
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
『
行
政
法
の
憲
法
的
基
礎
」

を
め
ぐ
る
論
争
に
つ
い
て
付
」
北
大
法
学
論
集
二
七
巻
二
一
・
四
号
一
九
五

二
O
O
頁
。
た
だ
し
、
そ
の
後
、
同
教
授
は
説
を
修
正
さ
れ
た
。
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フランス第五共和制憲法の多角的・総合的検討について

ムノ、

プ
ロ
ス
ベ
ク
チ
ヴ

展

望

)
 
2
 
2
 
(
 

(玄
E
2
2
0
ロ
足
吋
問
。
『
)
「
展
望
に
つ
い

モ
l
リ
ス
・
デ
ュ
ヴ
エ
ル
ジ
エ

て
の
序
論
」
(
一

O
三
三
一
び
凶
一
頁
)
。

第
五
共
和
制
の
将
来
の
展
望
に
つ
い
て
、
四
つ
の
可
能
性
な
い
し
論
理
が
あ

る
。
一
つ
は
、
「
大
統
領
の
覇
権
の
も
と
の
多
数
派
二
冗
主
義
で
、

副
知
.
町
一
彰
吋
」
室
。
大
統
領
は
、
安
定
し
て
規
律
正
し
い
議
会
の
多
数

派
(
立
法
府
を
意
の
ま
ま
に
議
決
せ
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
)
と
、
首
相
と
そ

グ

レ

ヴ

の
政
府
を
従
属
さ
せ
か
つ
憲
法
上
の
諸
特
権
を
行
使
し
え
、
三
つ
の
剣
を
掌

中
に
収
め
て
い
る
。

二
つ
は
、
「
議
会
の
多
数
派
が
大
統
領
の
反
対
派
で
占
め
ら
れ
た
首
相
優
位

の
二
元
主
義
で
、
大
統
領
は
調
整
権
的
地
位
に
と
ど
ま
る
」
型
。
憲
法
第
五
条

の
仲
裁
権
や
、
パ
ン
ジ
ャ
マ
ン
・
コ
ン
ス
タ
ン
の
中
立
権
に
近
く
、
モ
ン
テ
ス

キ
ュ
ー
を
よ
ろ
こ
ぼ
せ
る
だ
ろ
う
が
、
大
統
領
は
憲
法
上
の
地
位
と
特
権
と
い

う
一
つ
の
剣
を
保
持
し
、
大
所
高
所
か
ら
フ
ラ
ン
ス
の
世
界
史
的
役
割
や
核
の

火
を
に
ぎ
る
君
主
的
大
統
領
。
他
の
二
つ
の
剣
は
首
相
が
も
ち
日
常
的
な
低
次

元
の
実
権
は
首
相
が
行
使
す
る
。
一
九
八
六
年
反
対
派
が
勝
て
ば
、
あ
り
う
る

形
態
で
、
デ
ュ
ア
メ
ル
は
、
過
渡
的
と
い
う
が
、
こ
う
い
う
型
も
あ
っ
て
よ
い

の
で
は
な
い
か
。
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キヰ

エ
ル
ト
ラ
・
ミ
ニ
ス
テ
リ
エ
ル

三
つ
は
、
「
首
相
の
覇
権
の
も
と
の
多
数
派
一
元
主
義
で
超
首
相
制
的
」

な
型
。
す
な
わ
ち
政
党
政
の
争
い
に
お
い
て
首
相
が
率
い
る
党
が
多
数
派
と
な

資

り
、
首
相
が
憲
法
上
の
特
権
と
議
会
の
多
数
派
と
大
統
領
の
諸
特
権
を
麻
卑
さ

せ
る
力
と
の
三
つ
の
剣
を
も
っ
。
一
町
型
の
逆
投
影
で
あ
る
。

四
つ
は
、
い
か
な
る
多
数
派
も
存
在
せ
ず
、
議
会
政
は
無
政
府
状
態
と
な
る

が
、
大
統
領
の
影
響
力
に
よ
っ
て
状
況
が
緩
和
さ
れ
る
型
で
あ
り
、
ワ
イ
マ
i

ル
共
和
制
や
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
政
情
が
こ
れ
に
近
く
、
比
例
代
表
制
の
採
用
に

よ
っ
て
こ
の
傾
向
が
強
め
ら
れ
る
。
デ
ユ
ベ
ル
ジ
エ
は
、
こ
の
傾
き
に
き
わ
め

て
批
判
的
・
警
戒
的
で
あ
る
。

な
お
、
参
考
ま
で
に
、
大
統
領
の
権
力
が
多
数
派
の
存
在
・
強
弱
に
よ
っ
て

ど
の
よ
う
に
相
関
す
る
か
の
表
を
下
に
掲
げ
て
お
く
。

(13) 

ル
ネ
・
テ
ク
シ
ド
l
ル
(
悶

gb
、H，

za。
『
)
「
改
憲
論
の
進
化
状
況
」
(
一

O
四
二
|
一

O
六
四
頁
)
。

右
翼
、
左
翼
の
憲
法
改
正
案
、
提
案
さ
れ
た
憲
法
改
正
案
(
一
三
五
件
、
議
員

が
提
出
し
て
い
る
)
、
そ
し
て
、
改
憲
が
成
功
す
る
に
は
、
大
統
領
の
断
乎
た
る

意
欲
と
国
会
の
各
議
院
の
強
力
な
多
数
派
の
二
つ
が
必
要
条
件
で
あ
る
こ
と
を

論
じ
て
い
る
。

)
 
4
 
2
 
(
 
フ
ラ
ン
ソ
ワ
ー
ズ
・
ド
コ

l
モ
ン
(
司
『
恒
三
2
2
0
2
2
E
S門
)
「
大
統
領

任
期
五
年
制
案
|
|
昨
日
の
失
敗
、
明
日
に
は
解
決
す
る
か
?
」
(
一

O
六
六

一O
八
三
頁
)
。

多数派との関連における大統閣の権力

巨三回

巨iffl.<1l-HHEI 

大
統
領
任
期
は
現
行
の
七
年
よ
り
五
年
の
方
が
、
第
五
共
和
制
に
よ
り
適
合

的
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
、
そ
の
よ
う
な
憲
法
改
正
に
色
々
偶
然
性
が
左
右
し
て
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意
見
が
分
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
可
能
な
改
正
手
続
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。

レ
ォ
・
ア
モ
ン
(
F
吉
田

5
8
)
「
人
民
投
票
か
ら
継
続
的
な
民
主
制
へ
」

(一

O
八
四
一
一

O
一頁)。

人
民
投
票
は
、
政
党
と
金
銭
の
封
建
性
を
否
認
し
、
人
民
主
権
の
実
を
挙
げ
、

人
民
の
意
思
を
具
体
的
重
要
問
題
に
対
し
的
確
に
反
映
さ
せ
る
真
の
民
主
的
手

段
だ
と

R
・
キ
ャ
ピ
タ
ン
は
主
張
し
た
。
ド
ゴ
l
ル
将
軍
は
人
民
投
票
一
を
活
用

テ一

ν
ユ
エ
チ
ュ
ー
ド

し
た
が
其
後
次
第
に
用
い
ら
れ
な
く
な
り
、
失
一
効
化
に
近
い
状
態
で
あ
り
、

フランス第五共和制憲法の多角的・総合的検討について

ま
た
民
意
を
問
う
潜
在
性
を
も
っ
国
民
議
会
解
散
権
も
例
外
的
に
し
か
用
い
ら

れ
て
い
な
い
。
人
民
投
票
を
、
人
民
発
案
や
国
会
議
員
の
五
分
の
一
一
(
議
会
の

少
数
派
)
の
発
議
に
よ
り
活
性
化
し
よ
う
と
い
う
案
も
あ
る
が
、
不
都
合
が
大

き
い
。
結
局
、
大
統
領
は
、
た
ん
に
そ
の
時
々
の
多
数
党
の
首
領
と
い
う
の
で

は
な
く
、
国
家
の
権
力
H
国
民
的
仲
裁
者
た
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
人
民
投
票

や
解
散
権
を
、
国
政
と
人
民
と
の
対
話
、
人
民
の
意
思
の
時
と
状
況
に
か
な
っ

た
反
映
の
た
め
大
統
領
が
こ
れ
ら
の
手
続
を
活
性
化
し
て
「
継
続
的
民
主
制
」

を
実
効
的
な
ら
し
む
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
分
析
考
察
が
詳
し
い
。

オ
リ
ヴ
ィ
エ
・
デ
ユ
ア
メ
ル
「
政
権
交
代
か
ら
共
存
体
制
へ
、
ま
た
は

憲
法
の
謎
の
解
決
に
つ
い
て
」
(
二

2
7
二
一
七
頁
)
。

社
会
主
義
政
権
交
代
後
、
次
第
に
反
対
派
が
勢
を
盛
り
か
え
し
、
次
の
議
会

選
挙
で
は
反
対
派
の
勝
利
が
予
想
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
政
権
の
保
革
逆
転
と
交
代
が
、
他
の
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
で
も

行
な
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
(
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
で
は
当
然
。
西
ド
イ
ツ
、
近
年
で
は

ラ
テ
ン
・
ヨ
l
ロ
ァ
パ
に
及
ぶ
)
、
混
乱
な
く
円
滑
に
行
な
わ
れ
う
る
こ
と
は
事
実

パ
ナ
リ
ザ
ン
オ
リ

7
ド
・
一
フ
ル
テ
ル
ナ
ン
ス
ア
タ

ν
ユ
マ
ン

一
般
市
民
に
通
俗
化
さ
れ
た
交
替
と
し
て
好
感
を

に
よ
り
証
明
せ
ら
れ

も
た
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、

一
九
八
六
年
国
民
議
会
選
挙
で
反
対

派
が
勝
利
す
れ
ば
、
ど
う
な
る
か
。
解
散
か
辞
職
か
、
そ
う
い
う
荒
療
治
は
す

ぐ
に
は
お
こ
る
ま
い
。
大
統
領
と
反
対
派
を
背
景
と
す
る
首
相
と
は
緊
張
関
係

の
な
か
で
共
存
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
従
来
慣
行
上
大
統
領
の
掌
中
で

現
実
に
行
使
さ
れ
た
多
大
な
特
権
は
、

一
九
五
八
年
憲
法
条
項
の
規
定
に
た
ち

か
え
っ
て
大
き
く
制
限
さ
れ
、
首
相
の
権
力
に
よ
り
制
約
を
受
け
、
一
一
頭
制
的

執
行
権
な
い
し
二
元
主
義
的
議
院
制
に
立
ち
か
え
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し

こ
の
フ
ィ
ー
ド
・
パ
ッ
ク
は
、
「
本
質
に
お
い
て
過
渡
的
」
(
可

E
2
5
2
E吋

2
印
。
口
円
。
)
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
(
こ
の
判
断
に
お
い
て
デ
ュ
ベ
ル
ジ
エ
と

見
解
が
相
違
)
。
し
か
し
、
二
元
的
制
度
は
多
数
派
体
制
と
共
存
は
で
き
ま
い
。

一
九
六
二
年
も
一
九
八
一
年
も
結
局
多
数
派
の
形
成
に
到
達
し
て
い
る
。
だ
か

ら
、
「
多
数
派
的
半
大
統
領
制
」
は
生
き
残
る
だ
ろ
う
。
議
会
の
多
数
派
の
交

替
が
起
り
、
緊
張
的
共
存
と
い
う
カ
ッ
コ
つ
き
の
時
期
は
や
が
て
カ
ッ
コ
が
と

り
は
ら
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
議
会
多
数
派
の
交
替
は
、
第
五

共
和
制
的
慣
行
を
再
現
し
確
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
謎
を
解
く
こ
と
に

な
る
だ
ろ
う
。
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料

七

あ
と
が
き

資

以
上
に
よ
っ
て
本
特
集
が
、
第
五
共
和
制
二
五
年
間
の
憲
法
理
論
と
現
実
の

全
体
像
の
総
括
と
し
て
一
つ
の
「
好
個
の
基
本
文
献
」
と
い
え
る
こ
と
が
確
認

さ
れ
よ
う
。

川
本
書
の
「
序
説
」
お
よ
び
「
制
度
の
創
設
」
の
分
析
は
、
創
成
期
の
混
乱

と
、
確
定
そ
し
て
学
説
の
状
況
を
整
理
し
て
い
て
、
な
る
ほ
ど
と
う
な
ず
か
れ

る
点
多
く
、
興
味
深
い
。
デ
ユ
ア
メ
ル
と
レ
モ
ン
の
見
方
に
ず
れ
が
あ
る
こ
と

も
わ
か
る
。
筆
者
は
、
第
五
共
和
制
成
立
後
間
も
な
い
時
期
に
、
次
の
よ
う
な

憲
法
の
全
体
像
と
若
干
の
問
題
を
解
明
、
紹
介
す
る
論
文
を
書
い
た
。

① 

「
フ
ラ
ン
ス
第
五
共
和
制
憲
法
の
成
立
と
そ
の
基
本
構
造
」
ジ
ュ
リ
ス

ト
一
九
六

O
年
一
月
一
五
日
(
一
九
四
)
号
、
三

O
i
五
O
真。

② 

「
フ
ラ
ン
ス
の
議
院
と
条
約
修
正
権
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
九
六
O
年
四
月

一
日
(
一
九
九
)
号
、

一人
l

二
三
頁
。

③ 

「
フ
ラ
ン
ス
の
憲
法
審
査
院
ー
ー
そ
の
性
格
と
実
績
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一

九
六
二
年
二
月
一
五
日
(
二
四
四
)
号
、
一
二
四
l
四

O
頁。

④ 

「
議
会
制
民
主
主
義
の
展
開
」
『
現
代
法
3
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
年
、

六
七
|
七
八
頁
。

右
、
①
の
「
基
本
構
造
」
は
読
み
直
し
て
み
て
、
正
確
と
い
え
る
よ
う
に
思

ぅ
。
し
か
し
、
内
在
す
る
複
数
の
論
理
や
関
連
要
因
(
本
稿
川
間
論
文
)
の
分

析
、
予
想
し
て
い
な
か
っ
た
多
数
派
現
象
の
出
現
(
川
)
、
憲
法
諸
学
説
の
混

乱
(
同
)
、
第
五
共
和
制
憲
法
創
設
過
程
の
分
析
(
二
、
と
く
に
同
)
は
、
第

五
共
和
制
の
成
立
事
情
の
理
解
を
す
す
め
る
た
め
有
益
で
あ
る
。
④
論
文
は
、

第
五
共
和
制
の
成
立
か
ら
定
着
過
程
に
う
つ
っ
た
ば
か
り
の
時
期
の
動
揺
期
の

観
察
で
あ
る
。
②
は
、
大
き
く
変
化
し
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

③
は
、
憲
法
院
成
立
当
初
三
年
間
の
実
体
を
解
明
し
た
も
の
で
あ
り
、
当
時

の
状
況
を
正
確
に
要
約
し
て
い
る
。

一
九
七
一
年
憲
法
院
白
か
ら
の
判
決
に
よ

り
人
権
保
障
機
能
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
憲
法
立
法
者
も
、
当
初
の

学
説
も
、
憲
法
院
も
、
ま
っ
た
く
予
想
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
(
同
ー
を
み
よ
)
、

ま
た
一
九
七
四
年
憲
法
改
正
に
よ
る
各
院
議
員
六
O
人
の
提
訴
権
導
入
の
重
要

性
を
明
ら
か
に
す
る
凶
論
文
が
と
く
に
有
益
で
あ
る
。

凶
第
五
共
和
制
の
政
治
的
定
着
過
程
の
諸
段
階
を
た
ど
り
(
川
が
わ
か
り

や
す
い
)
、
推
理
小
説
よ
ろ
し
く
想
像
力
を
働
ら
か
し
実
証
的
社
会
科
学
と
憲

法
学
を
総
合
し
て
み
せ
る
削
論
文
は
方
法
的
に
興
味
深
く
、
則
論
文
は
「
大
統

領
的
多
数
」
と
「
議
会
的
多
数
」
の
関
連
を
分
析
、
側
論
文
に
お
け
る
世
論
調

査
結
果
に
よ
っ
て
フ
ラ
ン
ス
人
が
第
四
共
和
制
を
完
全
に
見
棄
て
、
第
五
共
和

制
を
支
持
し
定
着
し
た
事
実
を
確
認
で
き
る
。

同
第
五
共
和
制
の
法
制
度
的
な
(
狭
義
の
憲
法
の
、
し
か
し
憲
法
実
行
と

総
合
し
た
)
諸
問
題
が
四
に
お
い
て
総
括
さ
れ
て
い
る
。
同
論
文
は
、
大
局
的
見
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地
か
ら
、
先
行
共
和
制
と
の
断
絶
、
継
続
そ
し
て
ア
ン
ピ
パ
レ
ン
ト
な
大
統
領

フランス第五共和制憲法の多角的・総合的検討について

制
に
つ
い
て
、
み
ご
と
な
解
明
を
与
え
て
い
る
。
こ
れ
で
骨
組
み
が
わ
か
る
。

同
論
文
は
、
実
際
上
の
慣
行
が
与
え
た
憲
法
の
特
徴
に
つ
い
て
、
執
行
、
立
法
、

裁
判
に
灰
別
し
て
よ
り
詳
し
く
解
説
し
て
い
る
。
各
論
文
と
も
有
益
で
あ
る
が
、

同
論
文
が
と
く
に
明
快
、
制
論
文
は
憲
法
院
判
例
の
動
向
に
つ
き
詳
し
い
。
憲

法
院
が
社
会
主
義
政
権
交
替
に
際
し
、
一
方
で
は
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
つ
つ
、
他

方
で
は
保
証
者
に
な
っ
た
と
い
う
指
摘
は
面
白
い
。
な
お
、
左
記
講
演
(
訳
)

な
い
し
論
文
が
参
考
に
な
る
。

⑤ 

ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ヴ
デ
ル
(
深
瀬
訳
)
「
議
院
制
と
大
統
領
制
の
聞
の
フ

ラ
ン
ス
第
五
共
和
制
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
九
七
四
年
四
月
一
日
(
五
五
七
)
号
、

九
八
ー
一
一
O
頁
。

⑤ 

ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ヴ
デ
ル
(
北
村
一
郎
訳
)
「
最
近
二
五
年
間
に
お
け
る

フ
ラ
ン
ス
社
会
の
諸
変
動
」
日
仏
法
学
(
一
九
八
一
年
)
、
人
二
|
一
O
七
頁
。

⑦ 

ジ
ャ
ッ
ク
・
ロ
ベ
ー
ル
(
深
瀬
訳
)
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
政
治
生
活
」

一
l
二
七
頁
。

北
大
法
学
論
集
一
七
巻
三
号
(
一
九
六
七
年
)

③ 

ジ
ャ
ッ
ク
・
ロ
ベ
ー
ル
(
山
口
俊
夫
訳
)
「
フ
ラ
ン
ス
政
治
体
制
の
最

近
の
傾
向
」
日
仏
法
学
九
号
(
一
九
七
六
年
)

⑨ 

ジ
ャ
ッ
ク
・
ロ
ベ
ー
ル
(
樋
口
陽
一
訳
)
「
一
九
八
一
年
五
月
以
降
の

フ
ラ
ン
ス
の
憲
法
状
況
の
推
移
」
日
仏
法
学
一
一
一
一
号
(
一
九
八
四
年
)
一
一
一
五
|

七
二
頁
。

⑮ 

「
戦
後
フ
ラ
ン
ス
憲
法
思
想
に
お
け
る
転
換
」
公
法
研
究
一
一
一

樋
口
陽
一

八
号
(
一
九
七
六
年
)

一
七
八
一
九
九
頁
。

O 

高
野
真
澄
「
戦
後
フ
ラ
ン
ス
の
議
会
制
と
議
会
運
営
」
全
、
二
O
O
l

一二

O
頁。

⑫ 

中
村
陸
男
「
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
人
権
の
保
障
」
全
、
二
一
一
l
二

一
九
頁
。
全
、
「
フ
ラ
ン
ス
憲
法
院
の
憲
法
裁
判
機
関
へ
の
進
展
」
北
大
法
学

論
集
二
七
巻
・
三
・
四
号
(
一
九
七
七
年
)
二
六
一
l
二
九
二
頁
。

⑬ 

高
橋
和
之
「
戦
後
フ
ラ
ン
ス
憲
法
学
の
諸
特
徴
」
公
法
研
究
三
人
号

二
O
|
二
三
O
頁
。
全
「
『
ド
ゴ
l
ル
憲
法
」
の
「
本
質
』
と
『
実
存
』
」
日
仏

法
学
一
二
号
(
一
九
八
三
年
)
七
五
|
一
五
O
頁
。

⑪ 

中
木
康
夫
「
ミ
y
テ
ラ
ン
政
権
と
第
五
共
和
制
」
北
大
法
学
論
集
三
六

巻
四
号
(
一
九
八
五
年
)
二
六
三
九
真
。

第
五
共
和
制
の
憲
法
体
制
な
い
し
統
治
機
構
に
つ
い
て
の
最
近
の
仏
文
献
と

し
て
は
、
右
の
二
著
が
、
基
本
文
献
、
資
料
と
し
て
最
適
で
あ
ろ
う
。

-』巾田口
1
F
O
E
-
∞
ρ
Z
2
.
g
oロヨ
r
「
巾
。
。
巴
〈
巾
『
ロ
2
固
め
ロ
円
己
角
川
}
国
司
「
白
口
口
巾
印
。
ロ
印
-
E

〈
m

同舟司ロぜ一
-
2
ロP
N
h
山門】・・]{叫∞
ω.
円)白=。
N

・

-
U
E
お
『
玄
白
己
F

『即日出印巾同国
U-B
匂印『・、『
2
円丹市閉め門品。門戸
H

告
。
ロ
昨
日
目
己
円
一
国
司
『
MWC
』ロ内

-口出巳
E
C
O
ロロ
m一一巾己
m
-
白
〈
ぬ
問
冊
目
)
ロ
Z
5
z
p
「
白
ロ
。
2
-
g
mロ
Z
E。ロ司『島口町田-印
F

門

U
Z間
的
.
H
m
v

叶∞・

凶
将
来
の
展
望
に
つ
い
て
も
、
示
唆
に
富
む
分
析
が
多
い
。
デ
ユ
ヴ
エ
ル
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料

ジ
エ
と
デ
ュ
ア
メ
ル
の
見
解
の
相
違
が
う
か
が
わ
れ
る
。
ロ
ベ
ー
ル
(
⑨
)
、
ジ
ャ

ン
ノ
l
(
上
述
一
、
注
(
2
)
①
)
講
演
も
夫
々
予
測
を
め
ぐ
ら
し
て
い
る
。
し

資

か
し
、
本
書
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
政
治
学
的
討
議
の
焦
点
が
、
大
統
領
制
の
基
本

マ
ン
ヨ
リ
テ

的
性
格
を
め
ぐ
り
、
大
統
領
が
政
党
党
首
そ
し
て
「
多
数
」
に
依
拠
せ
ざ
る

ラ
サ
ン
プ
ル
マ
ン

を
え
な
い
現
実
と
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
全
フ
ラ
ン
ス
人
の
「
連
合
」

に
支
え
ら
れ
た
国
家
権
力
で
あ
る
と
い
う
憲
法
的
地
位
と
の
、
ア
ン
ピ
パ
レ
ン

ト
な
地
伎
を
め
ぐ
っ
て
討
議
さ
れ
た
こ
と
を
、
想
起
し
て
お
こ
う
。
そ
し
て
こ

の
問
題
は
第
五
共
和
制
二
五
年
間
の
定
着
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
残
さ
れ
た

問
題
で
あ
り
、
大
統
領
的
多
数
と
議
会
的
多
数
と
の
関
係
と
と
も
に
一
九
八
六

年
の
議
会
選
挙
と
八
八
年
の
大
統
領
選
挙
が
謎
を
と
い
て
く
れ
る
よ
う
に
な
る

か
も
し
れ
な
い
。

そ
の
他
、
彪
大
な
文
献
が
あ
る
が
、
筆
者
と
中
村
睦
男
教
授
協
力
執
筆
の
「
フ

ラ
ン
ス
公
法
の
最
近
文
献
覚
え
書
き
」
で
、
一
九
七

0
年
代
か
ら
一
九
八
三
一
年

ま
で
年
々
日
を
通
し
た
重
要
文
献
を
列
記
し
簡
潔
に
コ
メ
ン
ト
を
つ
け
て
あ

る
。
政
治
・
憲
法
制
度
、
そ
の
実
際
、
行
政
、
基
本
的
人
権
、
平
和
と
国
防
等

に
つ
い
て
、
こ
こ
で
再
録
を
避
け
る
が
、
整
理
し
て
、
活
用
す
る
と
い
っ
そ
う

有
益
で
あ
ろ
う
(
北
大
法
学
論
集
二
五
巻
四
号
一
四
九
一
六
七
頁
。
二
六
巻

四
号
一
七
五
|
一
九

O
頁
、
二
八
巻
二
号
九
七
|
一
一
ム
ハ
頁
、
一
一
九
巻
一
号
一

八

七

二

O
六
頁
、
三

O
巻
四
号
一
五
三
一
八
五
頁
、
三
四
巻
コ
了
四
号
一

九
七
|
二
二
八
頁
。
な
お
「
日
仏
法
学
日

l
u」
所
収
の
「
文
献
報
告
」
参
照
)
。

北
大
法
学
部
共
同
研
究
「
フ
ラ
ン
ス
第
五
共
和
制
の
公
法
等
の
進
化
と
変
化
」

は
、
本
「
資
料
」
を
一
つ
の
足
が
か
り
と
し
、
収
集
し
た
多
数
の
最
新
の
文
献
・

資
料
を
効
果
的
に
用
い
て
、
多
領
域
に
ま
た
が
る
検
討
、
分
析
を
進
め
、
総
合

的
成
果
を
ま
と
め
う
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
念
願
す
る
。
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Hokkaido L. Rev， 

Reflexions pluridisciprinaires et synthetiques sur 

la Constitution de la V色meRepublique francaise 
Tadakazu FUKASE* 

Une equipe des professurs francophones de divers domaines juridiques et 

politiques a notre Faculte est en train d'entreprendre， depuis deux ans， une 

etude collective et apporofondie sur “L'evolution et le changement des droits et 

de la politique sous la veme Republique francaise"， 

Le numero special de la Revue Francaise de Science Politique (4-5， 1984) 

nous presente une etude collective sur “La Constitution de la Cinquieme Repub-

lique ; creation du systeme-enracinement politique-bilan juridique-prospective"， 

Ce travail francais se trouve fort utile et pertinent pour notre etude， et constitue 

une documentation de base pour celle-ci， 

C'est pour cela qu'on a traduit en japonais les essentiels de ce travail fran-

cais， en y ajoutant de certaines observations et documentations supplementaires 

dans ce num岳rode la Revue de notre Facult岳.

Esperons donc que notre equipe y trouv巴desconnaissances et suggestions 

sur les divers aspects de la Loi fondamentale francaise en vue de mieux analy-

ser et synthetiser l'evolution si remarquable et le changement dramatique de la 

veme Republique francaise， et par cela， en les comparant avec les problemes 

japonais， qu'on puisse aboutir au resultat satisfaisant 

* Professeur a la Faculte de Droit de I'Universite de Hokkaido 
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